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    開  会   午前１０時００分 

議長（西 昭夫君） 皆さん、おはようございます。  

  ただいまから令和７年１２月第４回笠置町議会定例会第２日目を開会します。 

  これから本日の会議を開きます。 

  建設産業課長が体調不良のため、欠席されます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。 

  なお、質疑につきましては、本日提案を予定しています議案に対する発言通告書の提出は

ありませんので、したがって、質疑がある場合は挙手によって行ってください。 

──────────────────────────────────── 

議長（西 昭夫君） 日程第１、議案第６２号、中央監視及びテレメータ更新工事請負契約締

結の件を議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。町長。 

町長（山本篤志君） 議案第６２号、中央監視及びテレメータ更新工事請負契約締結の件につ

いて提案理由を申し上げます。 

  本工事は、東部浄水場ほか９施設の有線型中央監視装置及びテレメータから携帯電話回線

を使用したクラウド型監視装置へ更新するものでございます。通信回線に携帯電話回線を使

用することで、中央監視装置の設置は必要なく、データセンターを介してインターネットか

ら担当職員への端末へメール通報を行うものでございます。 

  本工事につきましては、条件付き一般競争入札を実施し、工事請負業者が決定しましたこ

とから、地方自治法及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例

の規定に基づき、ここに御議決をお願いするものでございます。なお、契約金額は１億

３，３２５万４，０００円、契約の相手方は桐田機工株式会社でございます。 

  御審議いただき、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

議長（西 昭夫君） 議案の説明を求めます。田中参事。 

参事兼希望のまち推進課長事務取扱（田中邦男君） 議案第６２号、中央監視及びテレメータ

更新工事請負契約締結の件につきまして御説明申し上げます。 

  笠置町簡易水道の中央監視及びテレメータ更新工事につきまして、電気工事、水道施設工

事に係る特定建設業の許可を有する者と条件付きで一般競争入札を実施し、令和７年１２月

５日に開札を行い、落札業者を決定し、令和７年１２月１１日に仮工事請負契約を締結いた

しましたので、議会の議決を求めさせていただくものでございます。 
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  議案書の朗読をもって説明に代えさせていただきます。 

  議案第６２号、中央監視及びテレメータ更新工事請負契約締結の件。 

  下記のとおり工事請負契約を締結したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例

（昭和５４年条例第９号）第２条の規定に基づき、議会の議決を求める。 

  令和７年１２月２２日提出。 

  笠置町長、山本篤志。 

記 

  １、契約の目的、中央監視及びテレメータ更新工事。 

  ２、契約の方法、条件付き一般競争入札。 

  ３、契約金額、１億３，３２５万４，０００円。 

  ４、契約の相手方、京都府京都市山科区大宅御供田町１９３－４。 

    桐田機工株式会社代表取締役社長、山田健。 

  ５、工事期間、本契約締結日の翌日から令和９年２月２６日まででございます。 

  資料といたしまして、仮工事請負契約書を添付させていただいております。よろしくお願

い申し上げます。 

議長（西 昭夫君） これから質疑を行います。 

  議案第６２号についての質疑通告はありませんので、全議員にお聞きします。質疑はあり

ませんか。７番、由本議員。 

７番（由本好史君） ７番、由本です。 

  この、東部浄水場ほか９施設とはどういう施設があるのか。また、この東部浄水場を強調

する理由について御説明願いたいと思います。 

議長（西 昭夫君） 前田参事。 

参事（前田早知子君） 失礼いたします。 

  今の由本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  特段東部浄水場を強調したということではないんですけれども、順番に東のほうから設置

したというところで、東部浄水場が出たということでございますが、ほかの浄水場にいたし

ましては、笠置浄水場、それから切山浄水場、有市浄水場と町内の浄水場全てのものを一括

管理するということでなっております。 

  それから、取水のほうも、すみません、施設の正式名称をちょっと確認させていただいて
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答弁させていただきます。 

議長（西 昭夫君） 建設産業課長補佐。 

建設産業課長補佐（長谷川瑛司君） ただいまの由本議員の質問に答えさせていただきます。 

  ９施設の名称なんですけれども、笠置浄水場、それから笠置の配水池、切山配水池が３施

設あります。それから有市浄水場です。それから有市の配水池。東部浄水場のほうは、東部

浄水場、それから飲料供給施設につきましては、飛鳥路浄水場になります。あと一つ、笠置

の取水場になります。以上です。 

議長（西 昭夫君） 由本議員、よろしいですか。 

  ほかに質疑はありませんか。７番、由本議員。 

７番（由本好史君） ７番、由本です。 

  今後、簡易水道を運営するに当たって、施設の統合や広域的な運営が必要になってこよう

かと思うんですけれども、そのあたり、この工事が必要なのかというあたりの説明と、予算

はどのようになるのかということで御説明願いたいと思います。 

議長（西 昭夫君） 前田参事。 

参事（前田早知子君） 失礼いたします。 

  由本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  予算に関しましては、令和７年度当初予算のほうで計上させていただいております。主要

事業調書のほうにも、その当時、そのときの当初予算のほうにも計上させていただいており

まして、内容といたしましては、先ほど説明ありましたように、各施設からの運転状況等を

監視するシステム、ここらの更新になります。 

  予算の内訳ですけれども、債務負担行為といたしまして、当初の予算上は１億

４，５７５万円計上させていただいております。この中で１億３，３００万円というところ

で、７年度と８年度の工事内容となっております。 

  最初の御質問にありました広域化であったり統合化ですけれども、まず、町内のほう、こ

れで監視システムのほうは統合できるということになっております。今までは建設年度等も

違いましたので、それぞれ個別の対応といいますか、テレメータでしているものであったり

とかもありましたけれども、クラウド型にすることによりまして、職員のほうに直接情報が

提供されて、より早い対応ができるということになります。今後、広域化であったりとかの

対応となりましても、まず町内のほうが一括になっておりますことから、移行しやすいもの

かなとは思いますが、まだそこまでの具体的な話にはなっておりませんので、まずは町内の
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ほうの施設の整備ということになります。以上です。 

議長（西 昭夫君） 町長。 

町長（山本篤志君） ただいまの答弁のちょっと補足になりますけれども、今後の例えば統合

等について、広域化も含めてでございますけれども、この１２月になってからなんですけれ

ども、経営戦略の改定という作業を開始いたしまして、町民さんを中心とした代表、各地区

から出ていただきました委員さんによる審議会のほうを、検討委員会のほうを始めたところ

でございます。時期につきましては、おおむね来年の２月までに、２月中かもしくは３月頭

ぐらいまでにその方向性を出していって答申をいただくということで予定しております。以

上でございます。 

議長（西 昭夫君） ほかに質疑はありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（西 昭夫君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西 昭夫君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第６２号、中央監視及びテレメータ更新工事請負契約締結の件を採決いたし

ます。 

  この採決は起立によって行います。 

  議案第６２号、中央監視及びテレメータ更新工事請負契約締結の件は、原案のとおり賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

議長（西 昭夫君） 起立全員です。したがって、議案第６２号、中央監視及びテレメータ更

新工事請負契約締結の件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（西 昭夫君） 日程第２、議案第６３号、令和７年度笠置町一般会計補正予算（第６号）

の件を議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。町長。 

町長（山本篤志君） 議案第６３号、令和７年度笠置町一般会計補正予算（第６号）について

提案理由を申し上げます。 
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  今回の補正予算は、歳入歳出総額１９億３，０３７万７，０００円に、歳入歳出それぞれ

２，３１８万円を追加し、合計を１９億３，２６９万５，０００円とするものでございます。

主な内容といたしまして、物価高の長期化により、特に影響を強く受けている子育て世帯を

支援することを目的に、国が総合経済対策事業として実施する物価高対応子育て応援手当事

業で、児童１人当たり２万円を給付する応援手当やシステム改修費などを計上、また、令和

８年４月１５日の任期満了に伴い実施される京都府知事選挙の経費として、令和７年度に要

する期日前投票に係る人件費やポスター掲示場設置の委託料などを計上しております。これ

らの事業の財源につきましては、国・府支出金を充当するため、歳入においても増額計上を

しております。 

  御審議いただき、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

  失礼いたしました、先ほどの補正予算の額でございます。もう一度読み上げさせていただ

きます。 

  今回の補正予算は、歳入歳出総額１９億３，０３７万７，０００円に、歳入歳出それぞれ

２，３１８万……すみません、失礼いたします。資料のほうが間違いでございました。 

（発言する者あり） 

町長（山本篤志君） はい、承知いたしました。今回の補正予算額の補正予算の総額のほうか

ら再度御説明いたします。 

  今回の補正予算は、歳入歳出総額１９億３，０３７万７，０００円に、歳入歳出それぞれ

２３１万８，０００円を追加し、合計を１９億３，２６９万５，０００円とするものでござ

います。内容につきましては、先ほど御説明させていただきましたので、省略させていただ

きます。 

  説明誤りで申し訳ございませんが、どうか御審議いただきまして、承認賜りますようお願

い申し上げます。 

議長（西 昭夫君） 議案の説明を求めます。総務財政課長。 

総務財政課長（森本貴代君） それでは、令和７年度笠置町一般会計補正予算（第６号）の件

について、歳入予算と総務財政課が所管いたします歳出予算について御説明いたします。 

  予算書８ページを御覧ください。 

  １５款国庫支出金、２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金、２節児童福祉費補助金とし

て、物価高対応子育て応援手当事業費補助金１１０万円、同じく事務費補助金６万

４，０００円を計上しております。国が総合経済対策事業として実施する物価高対応子育て
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応援手当事業に充当するものでございます。 

  続いて、１６款府支出金、３項委託金、１目総務費委託金として、京都府知事選挙費委託

金９６万５，０００円を計上しております。令和８年４月１５日の任期満了に伴う京都府知

事選挙の執行に要する経費の財源として京都府の委託金を計上しております。 

  １つ飛びまして、２２款町債、１項町債、２目総務債で、緊急防災・減災事業債を２０万

円計上しております。６月定例会において予算計上させていただきました当該起債につきま

して、対象事業としている衛星通信系防災情報システム整備費負担金が増額となりましたの

で、借入額についても増額とするものでございます。それに伴いまして、４ページの第２表

地方債の補正につきましては、限度額の合計を１億１，８１０万円に増額補正をしておりま

す。 

  ページ戻りまして、８ページ中段、１９款繰入金、１項基金繰入金、１目財政調整基金繰

入金につきましては、財源確保により１万１，０００円を減額しております。 

  続いて、歳出予算でございます。 

  予算書９ページを御覧ください。 

  ２款総務費、１項総務管理費、８目防災諸費の防災事業としまして１８万９，０００円を

増額しております。先ほど歳入でも触れましたが、いずれも６月に補正計上させていただき

ました予算でございますが、Ｊアラート受信機更新委託料につきましては、工事費用が確定

となりましたので、不用額３４万１，０００円を減額させていただいております。 

  また、衛星通信系防災情報システム整備費負担金につきましては、現在、京都府のほうで

更新工事を進めていただいておりますが、その工程の中で疏水ネットワーク接続用のＬ２ス

イッチの更新や交換機ラックの追加が必要となった旨、京都府より連絡があり、市町村の負

担金が増額となるため、５３万円を増額計上しております。現在、緊急防災・減災事業債の

２次協議を進めているということもあり、今回の追加提案に上げさせていただきました。 

  続いて、中段、同款４項、選挙費、４目京都府知事選挙費として９６万５，０００円を計

上しております。 

  主要事業調書ですが、１ページを御覧ください。 

  本事業につきましては、令和８年４月１５日の任期満了に伴い、同年４月５日を投開票日

として執行される京都府知事選挙に要する経費のうち、令和７年度に支出するものを計上し

ております。報酬としましては、３月中に実施いたします期日前投票に係る投票管理者や立

会人の報酬を３１万３，０００円、職員手当として、平日の業務後、職員が期日前投票に従
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事するための時間外手当等で２５万７，０００円、旅費は、京都府で開催されます委員長会

議や担当者会議の出席に要する旅費としまして８，０００円、需用費では、事務用品や期日

前投票の際のお弁当代に７万８，０００円、役務費では、選挙公報配布手数料や通信運搬費

としまして１５万１，０００円、また、委託料としまして、ポスター掲示場の設置に係る経

費を１５万８，０００円計上しております。財源は歳入で説明いたしました京都府知事選挙

費委託金を充当いたします。 

  総務財政課からは以上でございます。 

議長（西 昭夫君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（岩﨑久敏君） それでは、保健福祉課が所管いたします歳出予算について御説

明を申し上げます。 

  予算書の９ページ下段をお願いいたします。 

  ３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費で、物価高対応子育て応援手当事業で

１１６万４，０００円を計上させていただいております。主要事業調書２ページを御覧くだ

さい。 

  この事業は、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を

強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、

０歳から高校３年生までの子どもたちに１人当たり２万円を支給するものでございます。対

象児童は、令和７年９月分の児童手当の支給対象児童並びに令和７年１０月１日から令和

８年３月３１日までに出生した児童となります。支給対象者は、児童手当受給者または出生

の場合は、保護者のうち生計を維持する程度の高い者でございます。支給時期につきまして

は２月上旬頃を予定しております。 

  以上で保健福祉課の説明を終わらせていただきます。 

議長（西 昭夫君） これから質疑を行います。議案第６３号についての質疑通告はありませ

んので、全議員にお聞きします。 

  本件は歳入歳出ともに１款ごとに質疑を行います。 

  まず、歳入の質疑を行います。 

  １５款国庫支出金の質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西 昭夫君） これで１５款の質疑を終わります。 

  次に、１６款府支出金の質疑を行います。質疑はありませんか。 



１０ 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西 昭夫君） これで１６款の質疑を終わります。 

  次に、１９款繰入金の質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西 昭夫君） これで１９款の質疑を終わります。 

  次に、２２款町債の質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西 昭夫君） これで２２款の質疑を終わります。 

  これで歳入の質疑を終わります。  

  次に、歳出の質疑を行います。 

  まず、２款総務費の質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西 昭夫君） これで２款の質疑を終わります。 

  次に、３款民生費の質疑を行います。質疑はありませんか。 

  ７番、由本議員。 

７番（由本好史君） ７番、由本です。 

  ３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費で、物価高対応子育て応援手当事業が

計上されておりますが、これは政府の総合経済対策の一つで、子育て世代に物価高対応子育

て応援手当として０歳から１８歳の子供１人当たり２万円を給付するというものですが、他

の自治体では重点支援地方交付金も併せて予算計上されております。その理由といたしまし

て、物価高騰対策として早く支援することや、手間や経費がかかる問題とされております。 

  また、ある自治体は、自治体独自で子ども１人当たり５，０００円を上乗せし、住民税非

課税世帯に５，０００円を給付する施策も検討されているようですが、どのように考えてお

られるのかお聞かせください。 

議長（西 昭夫君） 町長。 

町長（山本篤志君） ただいまの由本議員の御質問にお答えいたします。 

  まず、この今回補正予算で提案いたしましたものにつきましては、これもやり方的なもの

が決められておるというか、提示されておりましたので、まずこちらのほうは提案させてい

ただいているところでございますけれども、他のものにつきましては、今、実施方法につい

て何が一番笠置町にとって望ましいものかというのを検討しておるというのが正直なところ
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でございます。 

  ざっと簡単にこれの今日に至る経過だけを説明させていきますと、実のところ、国会の中

で、国会が始まる前でしたですかね、高市政権のほうが物価高の対策というのを出されたと。

その段階から私どもも検討は始めております。ただ、そして、閣議決定を行われた際、資料

が公開されましたので、その資料を基に事前に検討のほうは始めてまいりました。ですので、

もちろんこの１２月議会も見据えての中で御説明ということを想定したもので視点は進めて

おりましたけれども、特に皆様方、ニュース報道等を御覧になっていただいているかと思い

ますけれども、各それぞれの町がやられるということが、日々刻々と変わってくる状況でご

ざいましたので、その際にやはりちょっと待ったほうがいいんじゃないかなと私どもは判断

いたしました。 

  そのもう一つの理由といたしますと、ちょっと遡るんですけれども、コロナ対策、コロナ

のときにワクチンの接種のときがございまして、そのワクチン接種当初は、国のほうからパ

ッケージが提示されて、国のワクチンの予約のときに電話のほうで予約する、そしてホーム

ページのほうで予約するというものが国のほうから出された。そのとおりに実施いたします

と、結果として大混乱が生じた。電話がつながらない、予約ができない、ネットでできない

とかという話になったということがありました。その後、たしかこれ舞鶴市さんだと思うん

ですけれども、舞鶴市さんのほうは先に日程などを決めて通知して行った。その結果、混乱

が生じなかったということがありまして、その結果、皆さんその後に行われたものというの

は全て舞鶴さんのようなやり方を取られた自治体が多くなったという事例がございます。 

  ですので、今回も笠置町にとりましても、やはりちょっと待って、しっかりと他の動向も

見据えたほうがいいんではないかという判断をしたことから、今日の時点では御提案という

のができない状況ではございますけれども、これ期日限られておりますので、他の状況など

を見ながら、笠置にとって一番ベストな方法は何かというところで、今議会ではちょっと難

しいか分からないですけれども、こちらのほうも皆様方にお伝えできればというふうに考え

ております。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） ほかに質疑はありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（西 昭夫君） これで３款の質疑を終わります。 

  これで歳出の質疑を終わります。 

  最後に、歳入歳出を通して全体の質疑を行います。質疑はありませんか。 
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（発言する者なし） 

議長（西 昭夫君） これで全体の質疑を終わります。 

  これで議案第６３号の質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（西 昭夫君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第６３号、令和７年度笠置町一般会計補正予算（第６号）の件を採決いたし

ます。 

  この採決は起立によって行います。 

  議案第６３号、令和７年度笠置町一般会計補正予算（第６号）の件は、原案のとおり賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

議長（西 昭夫君） 起立全員です。したがって、議案第６３号、令和７年度笠置町一般会計

補正予算（第６号）の件は、原案のとおり可決されました。 

  ここで休憩をします。 

休  憩   午前１０時３５分 

再  開   午前１０時４０分 

議長（西 昭夫君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

──────────────────────────────────── 

議長（西 昭夫君） 日程第３、一般質問を行います。 

  質問時間は、議員の持ち時間を３０分以内とし、答弁の時間は含みませんので、申し添え

ます。 

  一般質問は通告制ですので、通告書に従い行ってください。 

  通告していない質問及び関連質問は許可いたしません。また、答弁は明確に行ってくださ

い。 

  ６番、山本翔太議員の発言を許します。 

６番（山本翔太君） 議長のお許しをいただき、通告書に基づき一般質問させてもらいます。 

  後谷住宅の進捗状況について。 

  今年６月に一般質問させてもらった舗装のひび割れ、陥没、階段の天端の陥没、水道管の
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露出の件ですが、どのように対応されたのかお聞かせください。 

  舗装の復旧について、今後の計画はされているのかお聞かせください。 

  後の質問は議席にて行わせてもらいます。 

議長（西 昭夫君） 田中参事。 

参事兼希望のまち推進課長事務取扱（田中邦男君） 山本翔太議員の御質問にお答えをいたし

ます。 

  ６月定例会におきまして議員から御指摘のございました修繕必要箇所についてでございま

す。 

  ７月上旬から８月上旬にかけまして、現場の確認、原因究明の後、補修を行いました。道

路の舗装、ひび割れ及び陥没につきましては、常温合材を使用して修繕を行いました。階段

の天端の陥没につきましては、土のう袋を使用して陥没箇所を塞いだところでございます。

また、露出している水道管につきましては、保温材を巻きつけたところでございます。 

  道路の陥没の原因は、水路からの漏水によるものと考えておりますので、令和８年度に向

けまして、その水路改修に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

  続いて、後谷団地前の町道の舗装の関係でございます。 

  当該箇所につきましては、本格的な舗装の打ち換え工事が必要と考えております。道路の

維持補修につきましては、各地区からたくさんの要望を頂戴しております。これ全てにお応

えできていないのが現状でございます。限られた予算の中で各地区の皆様と御相談させてい

ただきながら取り組んでまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） ６番、山本翔太議員。 

６番（山本翔太君） ６番、山本です。 

  階段の天端の陥没なんですけれども、これ以前、６月にも質問させてもらっているんです

けれども、僕も現地見させていただいて、確かに土のう袋では穴は塞いでいるんですけれど

も、陥没というのは雨が流れて起きる現象なので、土のう袋をどれだけ積んだところで隙間

からまた水が入るんですよね。現に前回よりもまたさらに下がっています。これも何センチ

下がっているのかと聞かれると２センチなんですけれども、この２センチというのは、今回

まだたまたま２センチで済んでいるんですけれども、陥没は一気に崩壊するおそれがあるの

で、ただ、実際、今日の朝も現地行ってきたんですよ。昨日も大雨降っているので、さらに

ちょっとまた下がったのじゃないのかなというのもあって、ただ土のう袋をその中に入れ込

んだところで穴は塞げても陥没の対処には何もなってないと思うんですよ。その辺これから
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どうされるのかちょっとお聞かせ願えたらなと思います。 

議長（西 昭夫君） 田中参事。 

参事兼希望のまち推進課長事務取扱（田中邦男君） ただいまの御指摘につきまして、そのあ

たり陥没が広がらないように対応をしてまいりたいと考えております。 

議長（西 昭夫君） ６番、山本翔太議員。 

６番（山本翔太君） ６番、山本です。 

  その対応方法をどうされるのかというのを聞きたいんですけれども。 

議長（西 昭夫君） 町長。 

町長（山本篤志君） ただいまの山本翔太議員の対応方法についてということでございますけ

れども、これも６月定例会のときにも御回答させていただいたかと思っておりますけれども、

根本的な対応ではなく、まず応急的な対応からということでございますので、今回も当町担

当課のほうで現場確認させていただいて、まずは応急処置的にさせていただいたところでご

ざいます。ですので、今後どうするかにつきましても、基本的に箇所が広がらないようにと

いうことで、具体的にどうするということは今現時点でお答えできないですけれども、広が

らない対応という形を取っていきたいというふうに考えております。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） ６番、山本翔太議員。 

６番（山本翔太君） ６番、山本です。 

  じゃ、その階段の件は、陥没が広がらないようにするだけであって、完全な修復というの

はされないんですか。 

議長（西 昭夫君） 町長。 

町長（山本篤志君） ただいまの質問につきましても、状況を見ながら判断していきたいと思

います。といいますのも、今予算を伴うものでございますので、まだ予算的なものも含めて

御提案もしてない段階でございますので、どうやっていくかにつきましては担当課含めて協

議してまいりたいと考えております。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） ６番、山本翔太議員。 

６番（山本翔太君） ６番、山本です。 

  この舗装の復旧について今後の計画はされているのかという質問なんですけれども、後谷

の住宅の方から言われたのは、今年度中に後谷の舗装の復旧をすると建設の方がおっしゃっ

ていたとお聞きしたんですが、今年度中にはやらはれるんですか。 

議長（西 昭夫君） 前田参事。 
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参事（前田早知子君） 失礼いたします。 

  今後の計画ということでしたけれども、先ほどもお答えさせていただきましたとおり、ま

だ令和７年度の予算執行上ではそこの部分は計上されてないと、計画されてないということ

ですけれども、各地区のほうからいろんな御要望も出ているところです。そこらを順次取り

かかれるところ、また危険度の高いところを先に本年度させていただいておりますので、工

法等もございますので、建設産業課のほうで順次取り組むということでございます。 

  まだ次年度の予算計上、先ほど町長からもありましたように、次年度の予算計上に際しま

して、どのような計画になっているのかというところの聴取もまだというところでございま

すので、今明確にいつしますということはお答えできませんが、全く手をつけないというこ

とではございませんので、応急的な処置から全面的に舗装の打ち換えが必要やというふうに

も認識しておりますので、そこらの計画のほうを聴取した上で、またどこかの段階で御報告

させていただけたらと考えております。以上です。 

議長（西 昭夫君） ６番、山本翔太議員。 

６番（山本翔太君） ６番、山本です。 

  やっぱり陥没が原因で舗装がぐちゃぐちゃになっているので、ただ、今年の今月の１２月

に笠置町の仕事から舗装４件出ているんですよ。やっぱり陥没しているところを最優先に直

していただきたいのにもかかわらず、今回、後谷のほうは仕事の発注では入ってなかったん

ですけれども、やはり何を優先してそちらにしはったのかお聞かせ願えたらなと思って。 

議長（西 昭夫君） 町長。 

町長（山本篤志君） ただいまの何を優先にということでございますけれども、町の行政の件

につきましては、基本的に議会の皆様にこのようなものを使うというのを予算提示させてい

ただいて承認いただいてやるのがまず基本でございます。ですので、まずそこに載っている

ものからやっていくということが基本になります。その中でそれ以外に発生するものについ

ては、やり方として、緊急的なものにつきましては私の専決でやることもありますけれども、

基本的には議会の皆様にこのような事業で、このような金額がかかるという御提示をしてか

らでないと基本的にはできないものと考えておりますので、この今回の発注したものについ

ては当初から予定したもの、当初予算から計上させていただいたものでございます。今回の

この後谷住宅の件については当初ではないということで、ですので、ほかにも件数というの

が沢山ありますから、その中ではどのような優先順位かはまだ私も確認はしておりませんけ

れども、今後必要に応じて優先順位などを判断しながら、今からですともう現実的には３月
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の当初予算か、それ以降かなと思っておりますけれども、またそれについてはだからといっ

て、必ずやるかということは言えませんけれども、行政の手順ということはそういう手順で

やっておりますので、御理解賜れればと考えております。 

議長（西 昭夫君） ６番、山本翔太議員。 

６番（山本翔太君） ６番、山本です。 

  その絶対やられるかどうかというのは、今、町長からの発言でもあったんですけれども、

では、なぜ建設課の方が今年度中にやると言い切らはったのかがちょっと疑問になってきま

して、何の根拠もないのにやると言うのってやっぱり僕はおかしいと思うんですよね。その

辺ちょっとこれからやるんやったらやる、検討中やったらまだ検討中、その辺やっぱりはっ

きりとしたことを町民さんの方々に伝えないと、今年度にやると言ってたやんて、また同じ

ことになると思うんですよ。その辺の発言はこれからちょっとくれぐれも気をつけてもらい

たいなと思います。 

  次の質問に移らさせてもらいたいと思います。  

  奥田住宅の維持管理について。 

  奥田住宅の老朽化が進んでいる中で、住民の方から床が腐ってきており、湿気も多く畳も

腐ってきている状態だと聞きました。建設産業課の人に相談しても、一度も見に来てもらえ

ないと言っておられました。町が管理している住宅としてどのような対応をされるのかお聞

かせください。 

議長（西 昭夫君） 田中参事。 

参事兼希望のまち推進課長事務取扱（田中邦男君） 山本翔太議員の御質問にお答えをいたし

ます。 

  議員に御相談された方には、住宅担当課といたしまして適切な対応ができていなかったと

いうことを確認いたしました。深くおわびを申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。 

  今後は同様の事案が発生しないよう、建設産業課内で情報共有の徹底に取り組みまして、

再発防止に努めてまいりたいと考えております。 

  町が管理する住宅の対応につきましては、住居内の現状を把握した上で、修繕が必要とな

りましたら、入居されている方と調整を行いまして、修繕に取りかかりたいと、このように

考えておるところでございます。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） ６番、山本翔太議員。 

６番（山本翔太君） ６番、山本です。 
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  この一度も見に来てもらえないというのは、さすがにちょっと行政の対応っていいかげん

なのかなとも思ってまして、住宅担当っているわけじゃないですか、建設課に。担当が行っ

て、もう次見に行きますと。そこから来てないわけでしょう。じゃ、最初から行くと言うな

よとなるんですよね。正直言うと本当に。行きます、行きますと言っていて、今の現状一度

も来られてない。じゃ、あのとき一度見に来させてもらいますと何で言わはったのかという

疑問点もかなり住民の方々に残っているんですよ。いいかげんやなと。ただ、これ畳とかも

腐ってきているわけなんですよね。僕もちょっと現状見させてもらったんですけれども、ち

ょっと床とかも本当に湿気で腐ってきている状態で、ここをちょっと早急に直していただき

たいなとは思っているんですけれども、これ個人名出すことになるんですけれども、もうこ

こでは伏せますけれども、直すと言わはったらしいんですよ。直しますと。 

  これもやっぱり後谷、さっきの質問もさせてもらいましたけれども、じゃ、直すんやった

らいつ直すのとやっぱりなるじゃないですか、住民の方々もね。これもこれでその場しのぎ

の発言なのかとおっしゃっている方が多いんですね。例えばこれを直したとするじゃないで

すか、畳と床を。なってくると、１件直したら、じゃ、うちも、じゃ、うちもともちろんな

っていくと思うんですよ。その点の対応とかって今後もうどうされていくのかなと思ってお

聞かせ願えたらなと思います。 

議長（西 昭夫君） 町長。 

町長（山本篤志君） 先ほど田中参事からも答弁いたしました、お答えいたしましたけれども、

まずはやはり１つは見に行くよと言って見に来なかった件については、これはもう深くおわ

び申し上げるしかございません。それはもう行政側の落ち度でございますので、これは本当

に申し訳ございません。 

  あと、こちらこれは少し本音になりますけれども、やはり担当課とすると、どの課もそう

なんですけれども、やっぱりやらないといけないことについてはやりたいという思いはかな

り持っています、皆さん、どの課も。ただ、やはり実際お金が執行できるかというと、また

別問題になるんですね。これはあくまで本音という意味で言わせてもらっています。ですの

で、私ども的にないお金のところでどうやってやるのというところも私どもの事情でござい

ます。 

  その中で、ちょっとそういう事情の担当の思いというのは酌んでいただいたらと思うんで

すけれども、その中で先ほどからも答弁しておりますけれども、やはり私たちとしても放置

したいわけではございません。やはりできる限り直したい、直せるところは直したいという
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中と、あとはもう財源との話、これがもうセットでございますので、そのあたり必ず私たち

も申し上げておりますけれども、やるということは発言しないようにということは常々言っ

ているのは事実でございます。その中でもう軽はずみにやると言ったことについては、また

庁内のほうで徹底してまいりたいと考えておりますけれども、最終的にはやはりお金、そし

てあと使途的なもの、もともとの調整になりますので、このあたりは一定御理解いただきた

いなと思っておりますし、もしも次々に来るというのもそれも正直なところでございますの

で、そのあたりも担当課のほうと、もちろん私のほうまで上がってきている案件、上がって

きてない案件もありますので、常に協議をかけるようにということも申し伝えておりますの

で、協議が上がってきた段階で、どのように対応していくのかについては考えていきたいと

思っております。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） ６番、山本翔太議員。 

６番（山本翔太君） ６番、山本です。 

  では、奥田住宅のこの床が腐ってきているのと畳が腐ってきていることに関して、建設の

方がやると言ったことはもうこの場でちょっと前言撤回という形で思っといて大丈夫ですか。

町民の方はやってもらえると思っているんです。でも、今、町長のお話では、今すぐやれる

状況ではないと。じゃ、建設課の人が言った発言を今ここで前言撤回という形で思っといて

大丈夫ですか。やると言ったのもまだ未定と。実際やるかやらないかも分からないというこ

とで大丈夫ですか。 

議長（西 昭夫君） 町長。 

町長（山本篤志君） ただいまの前言撤回ということ、私、そのことについては前言撤回はい

たしませんけれども、これも先ほども御説明させていただいたように、全てに予算措置が伴

います。もちろん例えば限られた同じ目的ものであって、残額とかがあるようであればでき

るかもしれないですけれども、まずは議会の皆様に対して、このようなことを工事がしたい

というものについて御提案させていただいて、そして、それが認めていただけて初めて執行

できるというのが基本的な執行部と議会側のルールかと考えておりますので、基本的にはそ

のことに基づいて私たちは進めていくということでございます。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） ６番、山本翔太議員。 

６番（山本翔太君） ６番、山本です。 

  奥田住宅の件に関してはもう分かりました。 

  次の質問に移らさせてもらいます。 
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  所信表明について。 

  昨年の所信表明では、町長は、人口１，０００人の全員の声が間違いなく聞けると言って

はりますが、１年半たった今の現状として何もされてないように思います。今後どうやって

１，０００人の声を聞くのか説明してください。 

議長（西 昭夫君） 町長。 

町長（山本篤志君） ただいまの１，０００人の声を聞くという件についての御質問にお答え

いたします。 

  私が町長就任後、約１年半を経過した現在におきましても、全員の声が聞けていないとい

うのは事実でございます。これまで様々なチャレンジはしてまいりましたが、確実に聞く方

法というのは見つけられていないというのが正直な実情でございます。 

  今後につきましても、様々などうやれば全員の声が聞けるかというのも現在も含めて聞く

方法というのは模索している状況でございます。 

  以上でございます。 

議長（西 昭夫君） ６番、山本翔太議員。 

６番（山本翔太君） ６番、山本です。 

  去年の１２月にＡＢＥＭＡのテレビで配信された町長の発言なんですけれども、今年

１２月になって、あれから、去年の配信から１年たってます。それで、そのときの配信では、

各世帯１軒ずつ回っていくと言ってはるんですね。その件に関しましても、今もまだ検討中

ということで大丈夫ですか。 

議長（西 昭夫君） 町長。 

町長（山本篤志君） ただいまの、ＡｂｅｍａＴＶに確かに出させていただきました。その中

で、先ほども申しましたけれども、やっぱり基本的には私、世帯１軒単位やりたいなという

本音は、これ本音なんですけれども、様々なチャレンジをしたというのも、実際町の中、い

ろんな行事もありますし、町の中を歩くこともあります。その中で、現実問題として分かっ

たことというのは、お１人とお話しするだけでも１時間、昨年年末にやったのでも２時間と

か、やっぱりその辺がかかってきたときには物理的には難しいなというのも正直分かったと

ころでございます。 

  ですので、やはりこれをどうやっていくかというのが正直大きな課題なんですね。といい

ますのは、やっぱり時間的な余裕が正直今取れないという状況もあるので、その中でしたら、

例えばなぜじゃ、時間的な余裕がないんですかという話になるかと思うんですけれども、や
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っぱり中には直面する課題の対応とか、内部での会議もありますし、各種行事で出ていると

いうのもあったりの中で、本当に今、日程確保というのが非常に難しい状態なんです。 

  ですので、このあたりを解決しないといけないということで、基本的に体制を変えてみよ

うかなとも思っておりますし、その際には例えば今、私が全部事務的なもの、対外的なもの

を一手に引き受けているという関係上から、例えば今、副町長不在ですので、副町長を配置

するということも考えたらどうかという、まだあくまで私案段階ですけれども、そのような

ことから体制をつくった中で時間を確保していく。その中で世帯単位になるかどうかという

のはちょっとまだまだ模索中ですけれども、そんなようなことも含めて考えているところで

ございます。以上です。 

議長（西 昭夫君） ６番、山本翔太議員。 

６番（山本翔太君） ６番、山本です。 

  はっきりとした、もう単刀直入に聞くんですけれども、１，０００人の声聞けそうですか。 

議長（西 昭夫君） 町長。 

町長（山本篤志君） ただいまの山本翔太議員への質問に対して反問権を行使させていただき

ます。 

議長（西 昭夫君） どういう…… 

町長（山本篤志君） よろしいですか。 

議長（西 昭夫君） はい。 

町長（山本篤志君） 内容につきましては、今、聞けそうですかということにつきまして、例

えば山本翔太議員が考えるとして、どのような方法があるかという形について、もし御提案

があれば教えていただけたらと思います。 

議長（西 昭夫君） ６番、山本翔太議員。 

６番（山本翔太君） ６番、山本です。 

  僕がこれいいなと思ったのが、長野県に宮田村というところがあるんですよ。そこの宮田

村では、村長ふれあいトークというのをやってはって、１日大体５人とか、多くて１０人と

いうのを開催してはるんですね。これってやっぱりすごくいいなと思っていて、やっぱり各

世帯１軒ずつ回るって結構厳しいと思うんですよ、正直言うと。だから、この宮田村では、

例えば地元の公共施設を使っていてはって、例えばうちであったら産業振興会館、つむぎて

らす、いこいの館、様々あるんですけれども、これ僕が調べた中で一番いいなと思っていて、

これは逆にうちの町長もぜひやったら、その各１軒回るよりも効率がいいのかなというのは
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思います。 

議長（西 昭夫君） 反問に対する回答がされましたが、これでよろしいですか。 

町長（山本篤志君） はい、答えます。 

議長（西 昭夫君） いいですよ。答弁という形になるんですね。はい、分かりました。町長。 

町長（山本篤志君） すみません、ありがとうございます。非常に的確な御提案いただいたか

なと思っております。 

  その件とかも含めて、近隣のほうでも、例えば和束町では、これは条例をつくってという

話でしたけれども、和束町では、例えば２人から申込みがあれば、町長と、時間は限定指定

になっているようですけれども、そのようなシステムを入れているとかという話なんかも含

めて調べているというところでございますので、なかなか正直なところ、この残りの今年度

内の日程というのは非常に厳しいというのがございますので、ですから、４月以降で様々な

聞いてきた件を実行していけたらなというふうに考えております。ありがとうございます。 

議長（西 昭夫君） ６番、山本翔太議員。 

６番（山本翔太君） ６番、山本です。 

  現に山本町長ってどんな人という声が結構多いんですね。町長のことは知っているけれど

も、どういう町長かは分からないという。それで、やっぱり話ししたいという町民さんって

結構いてるんですよ。だから、今回一般質問をさせてもらって、この長野県の宮田村のこと

をもうぜひ参考にしてやっていただけたらいいなと思います。 

議長（西 昭夫君） 答弁、町長。 

町長（山本篤志君） 重ね重ね本当にありがとうございます。本当にいろいろなことを参考に

させていただいて、確かに町の声というのは私にも届いておりまして、もう重々承知、痛い

ほど分かっておりますし、ですので、今後も１，０００人の声は聞けるというふうにも考え

ておりますし、これは逆に聞かないといけないというふうにも考えております。その思いと

いうのは所信表明したときから何も変わっておりませんので、実現できるようにしっかり取

り組んでまいります。ありがとうございます。 

議長（西 昭夫君） ６番、山本翔太議員。 

６番（山本翔太君） ６番、山本です。 

  これで一般質問を終わらせてもらいます。 

議長（西 昭夫君） これで山本翔太議員の一般質問終わります。 

──────────────────────────────────── 
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議長（西 昭夫君） 次に、７番、由本好史議員の発言を許します。 

７番（由本好史君） ７番、由本です。 

  議長のお許しをいただきまして、通告に基づきまして一般質問をさせていただきます。 

  まず、熊対策について質問させていただきます。 

  全国でツキノワグマによる被害が問題となっている中、従来は熊が生息していないはずの

空白地域とされてきた山城地域でも熊の目撃が相次いでおり、生息圏の拡大が懸念されてお

ります。 

  環境省は、中期的対策として、公務員が狩猟免許を持って猟を行うガバメントハンターの

育成や、ドローンなどの新技術を使った出没防止対策の強化策を盛り込む方向で調整してい

ると報道され、高市首相は、駆除に当たる猟友会への委託費など、自治体が必要とする経費

への支援を拡充するということですが、笠置町としてどのような対策を講じられるのかお聞

かせください。 

  以降の質問は自席で行いますので、よろしくお願いいたします。 

議長（西 昭夫君） 田中参事。 

参事兼希望のまち推進課長事務取扱（田中邦男君） 由本議員の御質問にお答えをいたします。 

  議員御指摘のとおり、政府の熊被害対策パッケージにおきまして、環境省の中期的対策で

ガバメントハンターの育成、人の生活圏への出没防止への支援拡充策といたしまして、ドロ

ーンなど、最新技術を活用した出没情報の収集、提供等が示されております。 

  本町といたしましては、他市町村における活用状況等を調査しながら、猟友会さんともご

相談させていただいて、本町の実情に合った対策を講じてまいりたいと考えております。 

  また、熊捕獲による猟友会さんへの委託費や捕獲費用など、自治体が必要とする経費への

支援拡充といたしまして、ハンターへの手当等の捕獲推進に係る費用には交付金が充てられ

ることや、交付金を受けまして実施する事業や、単独事業として実施する熊の駆除等に要す

る経費につきましては、特別交付税措置が講じられますことから、他市町村の活用状況等の

情報を収集し、猟友会や京都府と御相談しながら対策を講じてまいりたいと考えております。 

  現在、笠置町では、京都府のツキノワグマ市街地等出没対策マニュアルに基づきまして、

笠置町の実情に合わせたマニュアルを作成中でございます。このマニュアルでは、出没段階

に応じました対応区分、関係機関との連絡体制、住民への情報提供の方法、緊急時の対応手

順などを整理いたしまして、職員が的確に対応できる体制整備を目的といたしております。

完成次第、関係機関と連携した運用を考えております。また、国の補助制度等を活用し、住
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民の皆様への安全を最優先に対策に取り組んでまいりたいと考えております。以上でござい

ます。 

議長（西 昭夫君） ７番、由本議員。 

７番（由本好史君） ７番、由本です。 

  政府は昨年策定した熊被害対策政策パッケージを改定して、狩猟免許を持つ人を公務員と

して任用するガバメントハンターの確保や育成のほか、元警察官や元自衛官に狩猟免許の取

得を促すということです。このガバメントハンターの確保や育成についてのお考え、また狩

猟免許を持つ人を公務員として任用するお考え、そのあたりのお考えをお聞かせください。 

議長（西 昭夫君） 田中参事。 

参事兼希望のまち推進課長事務取扱（田中邦男君） ただいまのご質問でございます。 

  なかなか職員の中ですぐに、そうしたら狩猟の免許を取って銃をというのはなかなか難し

い問題がございます。今、議員御紹介のございました警察官、それから自衛隊様の御協力も

いただいてというようなこともありますので、まずはそちらのほうが優先されるのかなとい

うふうには思っております。 

  また、以前にも議員から猟友会の高齢化等々御紹介もいただいております。そのあたりど

ういうふうな方法がいいのか、猟友会さんとも御相談させていただきながら対応を考えてい

ければなというふうに思っております。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） ７番、由本議員。 

７番（由本好史君） ７番、由本です。 

  熊の出没や目撃の情報が続出している木津川市では、１２月市議会に熊対策用の装備とい

たしまして、撃退用のスプレー、フルフェイス型のヘルメット、プロテクター、アクリル板

の盾を整える補正予算を提案するということです。また、宇治市においても、１２月市議会

にセンサーカメラや草刈り機を購入する補正予算を提案するということですが、笠置町はど

のような装備を整えられるのかお聞かせください。 

議長（西 昭夫君） 田中参事。 

参事兼希望のまち推進課長事務取扱（田中邦男君） ただいまの御質問でございます。 

  まず、笠置町におきましては熊スプレー、実は最初の目撃情報がたしか５月だったと思う

んですけれども、その後、速やかに既決予算をちょっと活用いたしまして、スプレーのほう

は購入をさせていただきました。 

  また、ただいま木津川市の案件とか御紹介いただいておりますので、そのような市町村さ
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んの事例、それから京都府さんとも相談しながら、今後必要な予算を確保してまいりたいと

思っておりますが、ただ、というて熊は待ってくれませんので、万が一出てきた場合、何か

緊急に対応が必要な場合につきましては、予備費の対応も考えているところでございます。

以上でございます。 

議長（西 昭夫君） ７番、由本議員。 

７番（由本好史君） ７番、由本です。 

  こういった補助制度のあるときに、また整備のほうをよろしくお願いしたいと思うんです

が、緊急銃猟制度の実施について、やっぱり専門的な知識がないですし、発砲をめぐるマニ

ュアルの作成が必要です。当然ハンターの確保が必要であります。緊急銃猟制度を実施する

体制整備と装備の整備をよろしくお願いをいたします。 

  次の質問に移らせていただきます。 

  重点支援地域交付金についてです。 

  政府が策定する経済対策によると、自治体が自由に使える重点支援地方交付金を拡充し、

地域で利用できるプレミアム商品券やマイナポイントの発行を支援するとのことで、食品の

物価高騰対策として特別枠を設け、お米券やプレミアム商品券の発行で１人当たり

３，０００円程度を支援するということですが、実際に行う事業は自治体が決めるというこ

とです。１２月５日の新聞報道では、笠置町はお米券は配布しないということですが、笠置

町としてどのような事業に使われるのかお聞かせ願いたいと思います。 

議長（西 昭夫君） 参事兼希望のまち推進課長事務取扱。 

参事兼希望のまち推進課長事務取扱（田中邦男君） 由本議員のご質問にお答えをいたします。 

  先週閉幕いたしました臨時国会におきまして、議員御案内のとおり、国の経済対策といた

しまして、総額約１８兆円の補正予算が成立したところでございます。 

  笠置町といたしましては、先ほど町長のほうもお答えさせてもいただいておりましたが、

現在その活用方法について検討しているところでございます。御承知のとおり、今年度の事

業といたしまして、さきに先月末に、町民お１人８，０００円の地域振興券をお配りさせて

いただいたところでございまして、その使用期限が２月末となっております。どのようなタ

イミングで今回分を実施するのがよいのか、また他の市町村の事例も検討いたしまして、例

えば現金給付でございますとか、水道料金の減免などの事例もございますので、そのような

ことも含めまして検討してまいりたいと考えております。 

  今、御案内のお米券についてでございますけれども、お米券につきましては、町内にお米
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屋さん、事業者さんもいらっしゃいませんので、町のほうで配ったとしても、お米屋さんが

いらっしゃれば、そこが潤うというようなことにもなりますけれども、そのようなこともご

ざいまして、現在お米券のほうは町のほうでも検討していないということでございます。以

上でございます。 

議長（西 昭夫君） ７番、由本議員。 

７番（由本好史君） ７番、由本です。 

  新聞報道では、久御山町が物価高対策といたしまして３，０００円の商品券を全住民に配

布し、水道の基本料金２か月分を無料にし、和束町は住民１人当たり最大２万３，０００円

分の町内店舗で利用できるポイントを付与し、木津川市は市民１人当たり現金６，０００円

を支給するということです。和束町は早く支援できる方法にしたということです。木津川市

は経費率が抑えられる、事務作業がスムーズな方法にしたということです。笠置町は令和

７年度当初予算で先ほどもおっしゃっていました物価高騰等対策事業として、１人当たり

８，０００円の地域振興券を最速で６月から７月頃に配布するということでしたが、実際は

１１月下旬に配布されたわけです。経費率が抑えられ、早く支援できるようにお願いしたい

と思いますが、見解をお聞かせください。 

議長（西 昭夫君） 町長。 

町長（山本篤志君） 早くという件についてでございます。 

  少し先ほども御答弁させていただきましたけれども、まず１点は、やはり笠置町にとって

ベストなものが何かということを探しているというのが正直なところでございます。それと、

例えば和束町の件、これも新聞報道されておりましたけれども、実は和束町長ともよくしゃ

べっておりまして、その件を実は聞いたところでございますけれども、和束町につきまして

は、やっぱり早くするためにということで、前回以前からそういう仕組みをつくってきてい

たというところが正直ございまして、その投資の結果、たしか１２月２２日にも実施すると

いうような形ができたと。これは本当に先行投資した形の部分があるのかなとも思っており

ますので、私どももそういうところも研究していきたいです。 

  その中、それも含めて、やはりできる、それと、もともとこれも先ほど御答弁させていた

だきましたが、やはり早くやりたいという思いは正直なところでございましたので、検討は

早い段階から始めたというところでございます。ですので、これは地域振興券につきまして

遅くなったというのは本当に申し訳ございませんけれども、本当にそのタイミングというの

もちょっとございますので、ただ、できる限り早くまずお示しするとともに、実行するとい



２６ 

うことには、その決意というのには変わりございませんので、本当にそんなに時間かけてい

る余裕はございませんので、できる限り早い段階で表明して実行してまいりたいと考えてお

ります。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） ７番、由本議員。 

７番（由本好史君） ７番、由本です。 

  この件につきましては他の議員からも同様の質問をされているところですので、私からは

以上でとどめたいと思いますが、この重点支援地方交付金事業につきましてはスピード感を

持って有効な事業実施をお願いをいたします。 

  次に、ＪＲ関西線について質問させていただきます。 

  ＪＲ西日本は、１０月２９日に利用者が少ない地方路線の２０２２年から２４年度平均の

収支が公表され、関西線加茂から亀山間では、運行経費に占める運賃収入の割合を示す収入

率が１１．３％で、１００円稼ぐのに必要な費用は８８４円、運送密度は１９年度は

１，０９０人から、２４年度は９７８人と減少しております。地方公共交通活性化再生法は、

輸送密度１，０００人未満の区間を早急な改善が求められるとされており、関西線沿いの府

内自治体は協議会をつくり、持続性の高い地域交通体系を議論していると思いますので、ど

のような議論をされているのかお聞かせ願いたいと思います。 

議長（西 昭夫君） 参事兼希望のまち推進課長事務取扱。 

参事兼希望のまち推進課長事務取扱（田中邦男君） 由本議員の御質問にお答えさせていただ

きます。 

  相楽東部地域の笠置町、和束町、南山城村におきましては、平成２９年３月にＪＲ関西本

線（加茂以東）沿線地域公共交通網形成計画を、また、令和４年３月にはＪＲ関西本線（加

茂以東）沿線地域公共交通計画を策定いたしました。それぞれの計画の策定及び実施に関す

る協議を行うため、ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通活性化協議会を設置いたし

まして、公共交通の維持活性化に向けた取組を行ってまいりました。 

  その結果、ＪＲ関西本線の駅舎改修や駅前広場の整備、相楽東部広域バスの運行開始、Ｊ

Ｒ関西本線（加茂以東）への交通系ＩＣカードシステムの導入、公共交通総合時刻表の作成

など、公共交通の利便性を向上させる様々な施策を実現してきたところでございます。 

  協議会の議論といたしましては、３町村で取り組んだ事業の検証や先進地視察、関西本線

の利用促進方策等について検討しており、直近の協議会では、３町村管内から通える高校リ

スト、この時間の列車に乗れば高校の始業に間に合うといったものでございまして、これは
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高校に入られるときに、下宿等、町村から離れてもらうような対策にもつながるのではない

かなと思っております。そのような時刻表なんかを作成いたしまして、時刻を検討いたしま

して、広域バスのダイヤ改正にも活用したところでございます。 

  また、この協議会のほかにも、京都府や三重県沿線自治体で構成いたします関西本線整備

利用促進連盟や関西本線木津亀山間活性化同盟会などにおきまして、観光列車「はなあかり」

の運行でありましたり、お茶の京都エリア、伊賀エリアを周遊できる商品の企画造成など、

関西本線の利用促進に向けた取組を実施しているところでございまして、引き続きＪＲ西日

本に対する利便性の向上など、要望活動も含めまして取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

  議員御紹介のとおり、関西本線の輸送密度９７８名となっておりますことから、危機感を

持って利用促進につながる取組を今後も引き続き展開してまいりたいと考えております。以

上でございます。 

議長（西 昭夫君） ７番、由本議員。 

７番（由本好史君） ７番、由本です。 

  ＪＲ西日本と三重県、亀山市、伊賀市でつくる関西本線活性化利用促進会議は、乗客数が

低迷している関西本線の加茂亀山間の維持・活性化に向け、関西からの誘客、利用促進とい

うことで、先ほどもおっしゃってました豪華観光列車「はなあかり」を走らせる実証実験が

行われました。列車そのものが観光魅力になると思いますが、笠置町では「はなあかり」が

運行されることを広報されませんでしたが、町民の方々からはどうして教えていただけなか

ったのかと残念がっておられる声が聞かれます。どうして広報されなかったのか。今後この

ようなイベント等を積極的に広報していただきたいと思いますが、お考えをお聞かせくださ

い。 

議長（西 昭夫君） 参事兼希望のまち推進課長事務取扱。 

参事兼希望のまち推進課長事務取扱（田中邦男君） ただいま御質問のとおり、町内の方に案

内ということでは不足していたかなというふうに反省をしているところでございます。部分

的にと申しますか、各区長様のほうには区長会を通じまして、そのようなことがあるよとい

うのはお伝えはさせていただきました。また、小学校なり保育所にもそういうようなことは

お伝えさせていただいて、例えば小学校の児童の皆様には、飛鳥路エリアで手を振っていた

だくというようなこと、それから、保育所の園児さんには駅のほうに来ていただいて歓迎し

ていただく、列車を見ていただくということもやらせていただきましたが、御指摘のとおり、
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町民の皆様にそれが十分であったかというのは決して十分ではないと考えておりますので、

反省をしているところでございます。今後このようなことがないように取り組んでまいりた

いと思います。ありがとうございます。 

議長（西 昭夫君） 町長。 

町長（山本篤志君） すみません、ちょっと個人的になるかもしれないですが、１点だけ補足

させていただきますと、まず、これ三重県が主体してやったということで、非常に情報が京

都府内の自治体に入るのが遅かったというのが本音でございます。私が一番最も懸念いたし

ましたのは、いわゆる撮り鉄という写真を撮るところですよね。それで、とにかく笠置町内

で事故を起こしてもらったら困るというのが一番ちょっとありましたので、まず町民さんに

正直呼びかけたかったんですけれども、まずはその対策というところで様子を見たいという

のもございまして、第１回目のときなんかで様子のほうを見させていただきました。という

のも、やはり私たちが知らないダイヤの臨時というか、試験運行の際にもかなり来ていたと

いう情報も入ってましたので、そういう面で安全対策面というのも含めてちょっと今回考慮

したところでございます。 

  ということで、今後はもっと積極的にＪＲのほうにもこのような列車なり、特別な列車と

いいますか、理想で言いますと、やはりどの列車が通っても町民の皆さんに歓迎してもらえ

る、手を振ってもらえるような体制というのをつくっていきながら、利用促進などにもつな

げていきたい、そのように考えております。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） ７番、由本議員。 

７番（由本好史君） ７番、由本です。 

  この列車の運行について、三重県のほうでは新聞でもう報道されてまして、もう日にちと

かも載っておりました。そういったこともありますので、専門家でしたらもう十分に御承知

だと思います。また、住民の方がもうそういった、見たかったというような意見もあります

ので、またこれから広報のほうをよろしくお願いしたいと思います。 

  人口減少の中、住民に乗っていただくということだけでは利用者増も期待できませんし、

特に今年はこれといったイベントを開催しないということですので、観光誘客も望めない状

況にあります。今後も引き続きＪＲ沿線地域自治体と一緒に持続性の高い地域交通体系を議

論し、共につくり上げていただきたいと思いますが、お考えをお聞かせください。 

議長（西 昭夫君） 町長。 

町長（山本篤志君） ただいまの由本議員からの御質問といいますか、御提案につきまして、
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私どもとしても全く同感でございます。やはり町民さんに対してだけ乗ってくださいだけで

は、もう人口減少が進んでいく以上、なかなか増えないというのもございます。そして、確

かに今回、今期につきましては主なイベントというのもなかなかできない状況ではございま

すが、やはりこのあたり、先ほどの「はなあかり」の件も踏まえて、今後のそのようなやっ

ぱり町の歓迎するというところ、この歓迎するというのが非常に大きな集客につながる、乗

客の増につながるということも他の事例で結果も出ておりますので、引き続きこのあたり、

沿線の関係自治体、そしてＪＲ等とも逆に言うと一緒にタッグを組むながら、利用の増加に

取り組んでいきたいというふうに考えております。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） ７番、由本議員。 

７番（由本好史君） ７番、由本です。 

  またその辺の取組、よろしくお願いしたいと思います。 

  次に、笠置町のまちづくりについて質問させていただきます。 

  １０月２３日、同志社大学の学生が笠置町のまちづくりについて提案する報告会が町役場

で開かれたと報道されました。報道によりますと、町の課題解決策の一つとして、近隣地域

の子どもたちが遠足で町内を巡るプランを掲げたということですが、どのような提案があり、

その提案を受け、どのように取り組んでいかれるのかお聞かせください。 

議長（西 昭夫君） 参事兼希望のまち推進課長事務取扱。 

参事兼希望のまち推進課長事務取扱（田中邦男君） 由本議員の御質問にお答えをいたします。 

  昨年度に笠置町と公民連携促進に関するパートナーシップ協定を締結いたしております株

式会社官民連携事業研究所から、同志社大学政策学部のゼミ学生の課題解決に向けた政策立

案について学習するフィールドとして御紹介をいただきました。笠置町といたしましても、

課題解決に向けた若い学生さんからの提案を頂戴できるということでございまして、本年度

に入りまして進めてきたものでございます。 

  議員御案内のとおり、去る１０月２３日に報告会が開催されました。学生さんからは、笠

置町遠足プランの御提案をいただきました。これは笠置町の魅力を知ってもらいたい、笠置

町を訪れるきっかけづくりをしたい、子どもたちの記憶に残したい、ＪＲ関西本線のアクセ

スの面も笠置町はよいと。バスでも周辺地域からのアクセスもよいということをきっかけに、

他府県での事例も参考にされ、検討いただいたものでございます。 

  プランの内容といたしましては、ボルダリング、カヌーのアクティビティーと笠置寺もみ

じ公園をクラスごと３０人から４０人程度のグループで巡り、最後に思い出を記した「未来
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への自分へ」といった手紙を書くといったものでございます。これによりまして子どもたち

の記憶に残せる短時間で実現可能、笠置町の自然を有効活用できる、ＪＲ関西本線の利用促

進にも寄与すると。団体バスでもアクセスがしやすいとの利点を最大限生かしまして、小学

生を対象にすれば、気に入ってもらえればリピーターにもつながる。また、親御さんも一緒

に来てもらうことにもつながると。関係人口の増、ひいては移住・定住の可能性もあるので

はないかといったようなものでございました。 

  笠置町といたしましても、すばらしい御提案をいただいたと感謝しておりまして、次年度

に向けまして関係者との協議を行うとともに、近隣の小学校へのリサーチを展開してまいり

たいというふうに考えております。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） ７番、由本議員。 

７番（由本好史君） ７番、由本です。 

  先ほどもおっしゃっていましたパートナーシップ協定を結んでいる株式会社官民連携事業

研究所とどのような協定を結んでおられるのか。また、今後どのような取組を行われるのか

お聞かせください。 

議長（西 昭夫君） 参事兼希望のまち推進課長事務取扱。 

参事兼希望のまち推進課長事務取扱（田中邦男君） これまでからも、この同志社大学さんの

案件、それから摂南大学さんでありますとかのところの御紹介でありますとか、また、民間

企業さん、テレさんぽのパナソニックさんなんかの紹介も官民連携事業研究所に間に入って

いただいております。我々やっぱりなかなか情報を取ってくるというのも難しゅうございま

すので、そのあたりお力を借りまして、いろんなつながりをつくっていっているというとこ

ろでございます。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） ７番、由本議員。 

７番（由本好史君） ７番、由本です。 

  同志社大学の学生が笠置町のまちづくりについて提案をしていただいておりますので、こ

れについてまた回答もしていただく必要があるかと思います。この学生の方々と今後の付き

合いはどのようにされるのかお聞かせください。 

議長（西 昭夫君） 町長。 

町長（山本篤志君） ただいまの学生さんとつながりということでございますけれども、正直

なところ、学生さんといいますと、１回生から４回生の方がいらっしゃるので、今年４回生

に当たる方については来年出られるということになりますけれども、その方たちとお話しさ
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せていただいている限りは、今後も何かの形のことで笠置町に関わっていきたいということ

をおっしゃっておられる方もいらっしゃいます。そして、また新たに入ってこられる方につ

きましては、また笠置の件でいろんなことを検討していただきたいというふうにも思ってお

ります。こちらから検討内容を依頼するのか、それともまた学生さんのほうから大学を通じ

てこのようなことを検討したいとかという形、このあたり、形にはこだわっていないんです

けれども、少なくとも今後引き続き多くの大学の方、今のところはこの大学生の方中心です

けれども、多くの方からいろんな御提案をいただく。そして、それについて取り組んでいく

というような循環をつくりまして、多くの皆さんに笠置町を応援していただくという体制を

つくれればなというふうに考えております。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） ７番、由本議員。 

７番（由本好史君） 今後ともそういった笠置町のまちづくりについて取り組んでいただくよ

うよろしくお願いいたします。 

  最後に、笠置町の四季の催し物について質問させていただきます。 

  笠置町の四季催し物については、昨年１２月定例会で笠置町の四季の催し物についての効

果的な運用を求める決議が可決されましたが、令和７年度鍋フェスタと、これといった催し

物が開催されておりません。町内会からも鍋フェスタはどうなったのかという声が聞かれま

すが、町長は今定例会冒頭で今年度の鍋フェスタは見送るということでした。理由として、

町民の方々の利益や恩恵、それと今年度はタブレット等の配布や村タク等の関係で職員の体

制が確保できないということなどで抜本的な見直しを行い、新しいイベントを検討するとの

ことでしたが、今年度のイベントや今後のイベントについてのお考えをお聞かせ願いたいと

思います。 

議長（西 昭夫君） 参事兼希望のまち推進課長事務取扱。 

参事兼希望のまち推進課長事務取扱（田中邦男君） 由本議員の御質問にお答えをいたします。 

  鍋フェスタについてでございますけれども、御案内ありましたとおり、町長の行政報告に

もございましたけれども、残念ではございますが、本年度の開催は見送ることとしたところ

でございます。今回開催を見送るに至った主な理由といたしましては、従来の運営方法では

多くのボランティアの方々に多大な労力を御負担いただいているにもかかわらず、町民の皆

様への還元や経済的な恩恵が非常に限定的であるといった課題でございます。 

  また、先ほども御質問の中でも御紹介いただきましたけれども、職員の体制も確保するこ

とがなかなか厳しゅうございます。 



３２ 

  今後の催し物、イベント開催に当たりましては、町民の皆様にしっかりと経済的な利益を

もたらすこと、そして多くの来場者の皆様に喜んでいただくこと、この両立が不可欠である

と考えておりまして、従来以上に町外の方々にもお越しいただき、末永く笠置町を愛してい

ただける持続可能な催し物となるよう、抜本的な見直しを行いたいと考えているところでご

ざいます。まずは来週に向けまして、新しい形の催し物、イベントを検討しており、併せて

キャンプ場を含めた笠置町全体の観光の充実につきましても鋭意準備を進めております。よ

り魅力的な笠置町とするための準備期間として何とぞ御理解を賜りますよう、よろしくお願

いを申し上げます。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） ７番、由本議員。 

７番（由本好史君） ７番、由本です。 

  今の時期はもう来年度の予算の編成時期かと思います。今はそういったイベントを検討し

ているというような発言なんですが、来年度もそうしたらイベントについてはまだどういう

ことをするかというのは固まっていないというようなことなんでしょうか。 

議長（西 昭夫君） 参事兼希望のまち推進課長事務取扱。 

参事兼希望のまち推進課長事務取扱（田中邦男君） ただいまの御質問でございます。 

  新年度、８年度のイベントについてはまだ内容は固まっておりません。春、３月にはさく

らまつり的な催しはやりたいなと思っておりますが、現在その取組に向けまして調整協議を

行っているところでございます。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） ７番、由本議員。 

７番（由本好史君） ７番、由本です。 

  令和５年度までは四季彩祭実行委員会が町内のイベントを主体として実施していただき、

事務運営全般を笠置まちづくり会社に委託して行っていただきましたが、依然総会も開催さ

れていないと報告されていましたが、四季彩祭実行委員会、笠置まちづくり会社はどのよう

になっているのか説明を求めたいと思います。 

議長（西 昭夫君） 参事。 

参事（前田早知子君） 失礼いたします。 

  由本議員から御質問いただきました四季彩祭実行委員会の関係の答弁をさせていただきま

す。 

  議員がおっしゃいましたとおり、その当時の総会等は開催されないまま経過しております。

実際決算監査につきましては行われておりましたが、その後の報告であったり、総会という
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形での開催というのはできていないということもありまして、委員の顔ぶれも充て職という

ところもございましたので、大きく変わっておりますし、もちろん実行委員長でありました

町長のほうも交代もしておりますので、実質的に総会が開けないような状況に陥ってしまっ

ていたというところが現状でございます。最終決算監査も済んだところから、残預金等の処

分については今年度中に行うというふうな方向性を持っておりますので、そこらあたりで当

時の委員さんに書面での御報告という形にならざるを得ないかなというところで考えており

ます。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） 参事兼希望のまち推進課長事務取扱。 

参事兼希望のまち推進課長事務取扱（田中邦男君） 笠置まちづくり会社についてでございま

す。 

  現在、毎週土曜日にチャレンジショップを開きまして、野菜の販売とかはさせていただい

ておりますけれども、なかなかこれといった目新しいことができていないというのは現状で

ございます。 

  今後、新たな事業も含めまして、これまでも答弁でお答えさせていただいておるんですけ

れども、そのあたりも含めまして、今後の事業展開、年度内に検討してまいりたいというふ

うに思っております。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） ７番、由本議員。 

７番（由本好史君） ７番、由本です。 

  今年６月の定例会で昨年度まで実施していた各種イベントについて、事業提案の中に含ま

れているので、株式会社一とも協議してにぎわいのあるものを実施していきたいと発言をさ

れておられました。また、ＫＡＳＡＧＩこのゆびとまれプロジェクトは、就任していただい

た起業人の方を観光振興プロデューサーに任命して、にぎわいづくりに取り組んでいただい

ているとも発言されておりましたが、株式会社一との協議はどのようになっているのか、Ｋ

ＡＳＡＧＩこのゆびとまれプロジェクトはどのようになっているのか、そもそもにぎわいづ

くりというものをどのように考えておられるのかお聞かせ願いたいと思います。 

議長（西 昭夫君） 町長。 

町長（山本篤志君） ただいまのまずは株式会社一からの提案ということでございます。 

  正直なところ、一のほうがまずはキャンプ場の運営という形でしっかり取り組みたいとい

うことでございました。その中で当面のイベント等につきましても話合いはずっと継続して

きたところでございます。それとあと、町のほうの観光振興プロデューサーも含めて、これ
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がほぼ総意ということで、やはり今のままの運営形態では笠置町のためにはならないだろう

なという意見もありましたので、今回は見送ってという形で考えております。 

  ただ、株式会社一も含めてですけれども、１例では年末の年越しイベントなどを企画して

いただいたり、先ほどの春のイベントにつきましても話はしているということで、やっぱり

どういうターゲットに来ていただくかということなんかが非常に大きいなということなので、

そこに絞り込んだものをしていきたいということが正直なところでございますので、その検

討はずっと続けております。 

  それと、あとまた観光振興プロデューサーにつきましても、今オープンにできないところ

がたくさんあるんですけれども、今様々な例えばコンテンツ等を準備しているところでござ

いますので、一定準備が整えば公開ができるのかなと思っております。 

  それと、あとＫＡＳＡＧＩこのゆびとまれプロジェクトでございますけれども、これもど

こかでお話ししたかなと記憶していますけれども、多くの皆さんに集まっていただきました

が、実際のところ、多く集まり過ぎてコントロールができてないというところが正直なとこ

ろでございまして、株式会社一を中心にとか、あと観光振興プロデューサーを中心に再構成

をしながら、今まで声をかけていただいた方にもまた再度声をかけていくということで、人

のつながり、人のネットワークを広げていこうというふうに展開しているところでございま

して、特に今回の今年の当初予算の中でもイベント等の費用につきましては、事業費ではな

く補助金という形のほうで計上させていただきましたので、基本的には民間さんがやはり自

分、町がもうかる、そして町の人たちが潤う、多く集まってもらうという視点に対してイベ

ントのほうを企画立案いただくという形の部分で考えておりますので、春のイベントあたり

からはそのあたりのことが目に見えてくるのかなというふうに考えております。以上でござ

います。 

議長（西 昭夫君） ７番、由本議員。 

７番（由本好史君） ７番、由本です。 

  今後も笠置町のにぎわいづくりといったところについてスピード感を持って取り組んでい

ただきますようお願い申し上げまして、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがと

うございました。 

議長（西 昭夫君） これで由本好史議員の一般質問を終わります。 

  ここで休憩をします。 

休  憩   午前１１時４７分 
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再  開   午後 １時００分 

議長（西 昭夫君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

──────────────────────────────────── 

議長（西 昭夫君） 次に、１番、向出健議員の発言を許します。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  質問通告に基づきまして一般質問をさせていただきます。 

  本日は大きく３つの課題について一般質問をさせていただきます。 

  １つ目には、重点支援地方交付金についてです。２つ目は、ごみ処理広域化についてです。

３つ目は、オンデマンドタクシーについてです。 

  まず、１つ目の重点支援地方交付金について質問をさせていただきます。 

  先ほどの一般質問の中で既に答弁がありましたけれども、現金給付や水道料金の減免を実

施しているところがあるということで検討したい旨の答弁がありました。これは幾つかある

中のメニューということではなくて、この対策に比重を置いて検討いただきたいというふう

に思います。特に自治体としては地域の経済の活性化、地元産業も含めまして、少しでも経

済的に潤うような対策を考えるという視点があると思います。これについては一定意義があ

ると思うんですけれども、重点支援地方交付金の目的というのは、現在の物価高に対して経

済負担を図っていくということが主な主眼となると思います。 

  さきに既に配布をされました地域振興券、一定の意義はあると思うんですけれども、やは

り使い勝手の問題や、また、ふだん買わない買物をするということで、消費喚起の意義はあ

ると思うんですけれども、物価高騰対策としては十分に機能したのかどうかという点が残っ

ていると思います。ぜひそうした視点から現金給付、また水道料金の基本料金の免除など、

分かりやすい対策を中心に検討いただきたいと思いますが、その点どういうふうにお考えか

質問させていただきたいと思います。 

  残りの質問については自席にて質問させていただきます。 

議長（西 昭夫君） 参事兼希望のまち推進課長事務取扱。 

参事兼希望のまち推進課長事務取扱（田中邦男君） 向出議員の御質問にお答えをいたします。 

  先ほど由本議員にもお答えさせていただきましたとおり、笠置町といたしましては、現在

その活用事業について検討しているところでございます。御承知のとおり、今年度の事業と

いたしまして、地域振興券として先月末に町民お１人８，０００円の地域振興券をお配りし

たところでございます。その使用期限が２月末までとなっておりますことから、どのような
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タイミングで実施するのがよいのか、また、現金給付、水道料金の減免も含めまして、今後

笠置町にとって何が一番いいのかということを検討してまいりたいと考えております。以上

でございます。 

議長（西 昭夫君） １番、向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  先ほども一般質問の中で既に答弁をいただいていますので、簡略化させていただきたいと

思いますけれども、ぜひ現金給付、また水道料金の免除、特に物価高騰対策ということが主

眼であるということを念頭に検討を進めてしていっていただきたいと思います。 

  １つ目の問題は既に一般質問で先ほども答弁がありましたので、これで終わらせいただき

ます。 

  ２つ目の問題です。 

  ごみ処理の広域化についての問題です。 

  現在、伊賀市、名張市と南山城村、笠置町と共同でごみ処理を広域化していくための検討

が進められてきているところです。さきにはこのごみ処理広域化の基本構想案というものが

出され、パブリックコメントも実施をされ、既に締切りを終えて進めていくという状況にあ

ります。さきのパブコメについては説明会等は開かれていない状況で、また概要版等が入手

できるという状況ではありましたけれども、その内容を見てのみの判断でパブリックコメン

トを出さなければいけない状況でありました。特にその内容、本当に皆さんにどういう意義

があるのか、メリットがあるのか、デメリットがあるのか、きちっと住民がその内容を理解

して、これなら進めてよい、これはここは問題ではないかという判断ができる。そのために

しっかりと説明を、今後こういった進める前の段階で、具体的に決定する段階の前でそうい

う機会を設けていただきたいと思いますが、お考えはいかがでしょうか。 

議長（西 昭夫君） 税住民課長。 

税住民課長（草水英行君） 失礼します。 

  住民の方々が感じられるメリット、デメリットというものがどのようなものを指すのか議

員の質問では分からないところではございますけれども、例えば事業方式ごとの定性評価、

定量評価につきまして、専門知識を有した方ですとか、各地域の住民の代表の方々にも意見

を伺いながら、基本構想検討委員会のほうで基本構想（中間案）をまとめさせていただいて

おります。そちらでは環境負荷への配慮、運営体制の継続性、地域の活性化などの特性を事

業方式ごとに記載をさせていただいております。今後いただきましたパブリックコメントを
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受けまして、基本構想がまとまりましたら、改めまして周知をさせていただき、まずそちら

を御確認いただきますようお願いしたいと思っております。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） １番、向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  基本構想案でいきますと、５ページには広域化メニューというのが載っております。実情

に合わないものはもう検討の対象外ということで、主には組合設立、また民間活用と大きな

２つの方向が検討されております。そして、組合設立でも公設公営、そして公設民営という

２つに分かれておりまして、民間活用も公民連携というものと民間委託という形で分かれて

おります。ある程度の説明はされているんですけれども、これらの方式がどこにメリットが

例えばあって、デメリットがあるのかは、その文章を見ただけではなかなかきちっと把握し

にくいように感じております。そういった点も含めまして、やはり説明が要るのではないか

なと。文章で読むというのはもちろん大事ですし、周知も大事だと思うんですけれども、し

っかりと質問にも答えていただく中で、しっかりと住民の方が理解をする。全て細部までに

わたって完璧に理解できない面がもしかしたら残るかもしれませんけれども、主要な点につ

いては、しっかりと周知も含めて分かっていただくためには、やはり説明会、説明をする場

というものを設ける方向というのを今のうちに考えておく必要があるのではないかと思いま

すが、その点はもう一度答弁いただきたいと思います。 

議長（西 昭夫君） 税住民課長。 

税住民課長（草水英行君） 議長、反問権よろしいでしょうか。 

議長（西 昭夫君） どういう内容でしょう。 

税住民課長（草水英行君） 今、議員のほうから事業方式に対して分からない部分があるので

はないかと。しっかりとしたメリット、デメリットについて説明をしていく必要があるので

はないかというような質問がありましたので、議員としてのそこら辺の認識といいますか、

知識について確認をさせていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

議長（西 昭夫君） 反問権を認めます。 

税住民課長（草水英行君） ありがとうございます。 

  反問権でございますけれども、パブリックコメントの募集に当たりまして、全員協議会を

開いていただきました。その中で私のほうから基本構想（中間案）という形を中間案の概要

版を用いて全協のほうで説明をさせていただきました。その際に質問も受付をさせていただ

いたんですけれども、その際、向出議員から出た質問としましては、説明会の開催はするの
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か、しないのかというような御質問があったと思います。その１点であったように記憶して

おるんですけれども、その中であれば基本構想の中間案の概要版の中に書いてある部分につ

いては議員として認識をいただいたものと私のほうでは思っておったんですけれども、いか

がでしょうか。 

議長（西 昭夫君） １番、向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  主な中身については、当然議員としては、私自身としては把握をしております。例えば組

合設立の場合、組合をつくるということで、一般的には議会の関与、また自治体の関与が組

合を設立しない場合に比べて出てくるという面がある。また、民間活用についても、例えば

民間活用の公民連携では、概要版には注釈の中に一般ごみと産業廃棄物の例えば混焼がある

という説明があります。こうした中身について、本当にそういう方向なのか書いてあるんで

すが、実際に進める中で、今そういう議論になっているのかということも含めまして、住民

の方にはなかなか見ただけでは分かりにくいんではないかなというふうな印象を受けました

し、実際に何人かの方からはちょっとよく分からないという声もお聞きをしたわけです。そ

ういう意味で、私自身が分からない、把握できてないという意味ではなくて、文章だけで判

断を一般的にするのはちょっとなかなか困難さが伴うのではないかなという認識でおります。 

  もう一つ挙げますと、６ページには経済負担というのが書いてあります。公設公営の場合

は全体で４００億円ほどかかるというような表記で、公民連携でいきますと２０２億円、

２０年間でということで表記をされております。ただ、この場合も例えば民間でも建設費と

いうのはここには載っておりませんけれども、その場合、民間が建設費を負担することにな

るはずなんですが、例えばこの基準が本当に一律に合っているのかどうか。要するに民間は

その分負担を自分たちがすることになるんですけれども、なぜそれで民間はやっていけるの

か。公営の場合は公が建設費を出すということになっていますけれども、この違い、この意

義の違いは何なのかとかというところも見ただけではなかなか読み解けない部分があるんで

はないかというふうに感じております。こうした問題がいろいろあるのではないかなと。 

  あと、例えば焼却炉の方式も幾つか載っておりますけれども…… 

議長（西 昭夫君） 向出議員、反問に対する答えの今最中でいいですか。 

１番（向出 健君） 要するに私がちゃんと意味を理解しているけれども、住民がどういうと

ころが難しいかという認識があるということの中身をちょっと言わせていただきました。ち

ょっと長いかもしれませんが、そういうふうになかなか住民にはすぐに読んだだけでは分か
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らないんじゃないかという点が多々見受けられるんではないかという意味で、やっぱり説明

会をして、しっかりとしたほうがいいのではないかという意味合いです。私自身はその協議

会の中で、確かに住民の説明会を開かないのかということだけの質問だけでしたが、内容は

主要な点については把握をさせていただいていますので、意味としては住民の方が理解しに

くいのではないかという意味です。 

議長（西 昭夫君） よろしいですか。税住民課長。 

税住民課長（草水英行君） ありがとうございました。 

  住民向けの説明会となりますか、また議会への報告説明となるかは今後の課題、対応とな

るものですけれども、周知方法も含めまして、そういったことも分からないといった御意見

もあったということもごみ処理広域化の協議会の事務所とも共有いたしまして、また、しか

るべきタイミングで説明等できるよう検討してまいりたいと思います。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） １番、向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  先ほど民間活用のところで、公民連携の場合は注意書きの中で産廃の混焼もあるような書

き方になっております。日本全国でいきますと産廃が出る以上、どこかで産廃の処理という

のが必要になってくると思うんですけれども、この広域化の中で産廃を持ち込むということ

になれば、環境負荷の問題が出てくるのではないかと懸念をいたします。 

  また、民間活用していきますと、産廃で有料で取った形で運営をする部分も含んでの様々

な運営費の提示が前提となっているというふうに思いますけれども、そうしますと、４自治

体以外のごみを持ち込んできたり、また、いわゆるごみの減量化と逆行するような、逆にご

みを多く燃やさなければ採算が合わないといったような現状も想定がされます。基本的には

４自治体で出た一般の家庭ごみを処理するというところで進めていただきたいと思いますが、

どのようにお考えかお聞きをいたしたいと思います。 

議長（西 昭夫君） 税住民課長。 

税住民課長（草水英行君） 失礼をいたします。 

  産業廃棄物のお話が出てきましたので、恐らく事業方式において、公民連携の採択につい

ては反対だというような御意見だと思いますけれども、事業方式につきましては４市町村で

の協議で決定するものとなってございます。 

  また、町のスタンスをお尋ねいただいているものとも考えるんですけれども、パブリック

コメントを受けて策定される基本構想、こちらを基本構想検討委員会の答申を受けまして、
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また判断させていただきたいというふうに考えております。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） １番、向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  最終的にはその協議の中で決定していくことになっていくとは思うんですけれども、やは

りスタンスとして、４自治体以外のごみの持ち込みも十分にあり得るんだと。産廃の持ち込

みも認めてもよいんだというふうに考えているのか、そういう立場で臨むのか、そうではな

くて、やはり４自治体の一般家庭ごみを燃やすという方向で笠置町としては基本はそういう

姿勢で臨みたいというところの違いで協議の進んでいく方向も影響を受けて変わっていく場

合もあると思うんですが、そのようなところはまだなかなか固まっていないのか、そのあた

りの方針をお持ちなのかお聞きをしたいと思います。 

議長（西 昭夫君） 税住民課長。 

税住民課長（草水英行君） 失礼をいたします。 

  繰り返しの答弁になってしまいますけれども、答申を受けての判断とさせていただきたい

と思います。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） １番、向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  広域化を進めるにしても、特に議会の関与もそうですが、自治体の関与、しっかり自治体

の声が反映されるような仕組みが大事かなというふうに思います。特に示されている中では

組合設立による公設公営が一番望ましいのではないかというふうには考えておりますけれど

も、そうした自治体の関与、議会の関与がやっぱりしっかり働くほうがいいという考えにつ

いてはどのような立場でしょうか。先ほど答弁いただいたように、答申を受けてということ

になるとは思うんですけれども、今の段階でお考えはお持ちかどうかお聞きをしたいと思い

ます。 

議長（西 昭夫君） 税住民課長。 

税住民課長（草水英行君） 議員からももう既にお答えいただいているんですけれども、あく

まで基本構想を踏まえて、基本構想検討委員会の答申を受けまして判断させていただきたい

というふうに思っております。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） １番、向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  伊賀市のほうの議会では、市長の答弁でガバナンスが利く形にはしたいというところまで
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は踏み込んで答弁がありました。笠置町もこれだと決め切ることはできないにしても、より

よい方策、方針というものはこれだということをある程度まではお持ちの上で協議に臨んで

いただきたいと思います。 

  また、もう一つ、リサイクル化や資源化、堆肥化など、焼却ごみの減量化という問題につ

いては、まだまだこれから議論のところだと思うんですけれども、なかなかまだ具体的な内

容まで進んでいないのではないかと思います。笠置町としては、このことについては何か発

言をされてきたり、こういう方針でいくというところで固まっているものがあれば答弁をい

ただきたいと思います。 

議長（西 昭夫君） 税住民課長。 

税住民課長（草水英行君） 基本構想（中間案）のほうでは、廃棄物の資源化、バイオマス利

活用の推進についても触れられておりまして、例えば燃焼ガスの発電利用、焼却灰のセメン

ト原料化などについても記載をしております。こういった内容も踏まえまして、繰り返しに

はなるんですけれども、答申後に決定していきたいというふうに思っております。以上でご

ざいます。 

議長（西 昭夫君） １番、向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  特にいろいろ堆肥化とか資源化、リサイクル含めまして、徹底しようと思いましたら住民

の理解というのがやはり要るんではないかと。住民の方にかなり労力がかかる面もありまし

て、またその意義も理解されていないといけないと思います。それを進めていくに当たりま

して、笠置町として住民へのそうした理解を得るような対応等をどうされていくのかお考え

があればお聞きしたいと思います。 

議長（西 昭夫君） 税住民課長。 

税住民課長（草水英行君） 失礼をいたします。 

  先ほど幾つ目の質問だったかちょっと忘れましたけれども、またしかるべきタイミングで、

また周知方法も含めまして、また考えていきたいというふうに思っております。以上でござ

います。 

議長（西 昭夫君） １番、向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  今このごみ処理広域化についてということをずっと協議をされている。これは一つのチャ

ンスだというふうに思います。ごみのことですね。もう焼却してしまえば、捨ててしまえば
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おしまいということではなくて、自分たちが出すごみがどういう処理があればよりよいのか、

そういうことを考えていく機会にもなると思いますので、その機会を捉えて、そうした取組

を進めていただきたいというふうに思います。 

  そうしましたら、３つ目のオンデマンドタクシーのことについて質問をさせていただきま

す。 

  現在はまだ実証実験中ですから、これから具体的により使い勝手のいいものにしていくと

いう具体策を進めていかれると思うんですけれども、現在の料金ですと、笠置町内は

３００円ですね。これは往復したら６００円となります。例えば通院でよく使う場合は割と

経済的負担も大きいんではないかというふうに考えます。特に村と一緒にやっておりますの

で、村の料金に合わせてやるということになっておりますので、村との協議も必要にはなっ

てくると思うんですけれども、これまでいろいろな通院、そして買物、それから高齢者の方

が社会参加の活動をするにも移動手段が確保されていなければならないと思います。 

  しかし、そこで経済的な負担によって外出を控えるとなれば、そうした社会的な交流とい

うものが、社会参加の機会が奪われるという面もあります。そうした点から、村とも協議を

いただきまして、現在の料金について、やはりそうした支障がないような形で料金の引下げ

も含めて検討いただきたいと思うんですが、お考えはいかがでしょうか。 

議長（西 昭夫君） 参事兼希望のまち推進課長事務取扱。 

参事兼希望のまち推進課長事務取扱（田中邦男君） 向出議員の御質問にお答えをいたします。 

  公共ライドシェア「村タク」の実証につきましては、去る１２月８日から開始をいたしま

したところでございます。出発式に当たりましては、向出議員をはじめ、全議員の皆様に御

臨席いただきまして、誠にありがとうございました。 

  御承知のとおり、南山城村で実施されている公共ライドシェア「村タク」でございますけ

れども、これは笠置町内でも乗り降りできる実証でございます。料金体系や運行時間も全て

南山城村で運行されている内容と同じ形でさせていただいておりますことから、現段階で料

金をどうこうするというのはまだ言える段階ではないと考えております。実証後に皆様から

頂戴するアンケートの内容等も踏まえまして、今後どのようにしていくか検討してまいりた

いと考えております。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） １番、向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  また何度も言いますけれども、社会参加の促進という面からも、その抑制とならないよう
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な視点、それから通院や買物のような、どうしてもしなければいけない。多分今までは例え

ばバスを利用していれば無料だったものが、やはり有料化する中で、もちろんドア・ツー・

ドアという利便性もありますし、バス停まで行けない方の利用という意味では意義が非常に

あると思いますけれども、一方で、バスの同時の運用というのはかなり困難だという回答も

ある中では、やはり料金のことについてはそうした視点で今後はまた検討いただきたいと思

います。 

  ２つ目には、現在は加茂駅、またはその周辺までのオンデマンドタクシーの利用というの

はできないということになっております。木津駅までは１台３，０００円という形で今、実

証実験で運行されていますけれども、特に加茂駅というのが住民の方の利便性が高まってい

くのではないかというふうに思います。当然地域の公共交通のそうした協議会との協議、そ

この地域で実際にタクシーなどを運行されている、バスなどを運行されている関係業者との

協議等も含めて、議会も含めまして進めていかなければいけないので、笠置町の考えだけで

はできない面もありますけれども、しかし、このことを協議の課題として乗せていく、進め

ていくことが住民の利益になっていくのではないかと思いますが、このあたりについてはど

のようにお考えでしょうか。 

議長（西 昭夫君） 参事兼希望のまち推進課長事務取扱。 

参事兼希望のまち推進課長事務取扱（田中邦男君） ただいまの御質問につきましてでござい

ますが、基本的には公共ライドシェア「村タク」は、笠置町内を主に考えておりまして、Ｊ

Ｒ加茂駅まで行かれるということであれば、関西本線や相楽東部広域バスを御利用していた

だくことになろうかと思いますが、今後の在り方につきましては、先ほども申しましたけれ

ども、実証後に皆様から頂戴するアンケートの内容も踏まえまして、今後検討してまいりた

いというふうに思っております。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） １番、向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  広域バスの時間帯の問題であるとか、そういうこともありますし、やはり住民の方の公共

交通を守っていくという点からは、ぜひ加茂駅の今検討していただくということがありまし

たので、そういうことも具体的に進めていく。協議の結果どうなるかは様々な関係者があり

ますので、言い切れない面がありますが、ぜひその方向で進めていただくことをお願いをし

まして、私の質問を終わらせていただきます。 

議長（西 昭夫君） これで向出健議員の一般質問を終わります。 
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──────────────────────────────────── 

議長（西 昭夫君） 次に、２番、西朋子議員の発言を許します。 

２番（西 朋子君） 議長のお許しをいただき、通告書に従い質問させていただきます。 

  大枠としまして４つ質問があります。 

  相楽東部広域連携モビリティ実証運行について、タブレットの運用について、ドローンに

ついて、伊賀市、名張市、笠置町及び南山城村ごみ処理広域化基本構想と検討協議会につい

て質問させていただきます。 

  まず、相楽東部広域連携モビリティ実証運行について質問いたします。 

  デマンドタクシーとは、利用者のリクエストに応じて柔軟に運行する交通サービスで、過

疎地域や公共交通機関が不十分な地域での交通手段となっています。駅やバス停から一定の

距離がある、タクシーを３０分以内に呼ぶのが難しい等、日常生活に必要な移動が制限され

るなどの状況にある地域を交通空白と言い、当町もこれに該当するため、笠置町は現在、こ

の交通空白を埋める措置として、相楽東部広域連携モビリティ実証運行を計画されています。

この実証運行については、移動に困難を抱える住民が増加しているという状況を打開する南

山城村で実施しているデマンド交通「村タク」の笠置町内での実証運行を行い、近隣市町村

における通院など、広域にわたる需要に応えるというのが当町の目的です。私も三度乗車し、

町内、町外への移動に利用させていただきました。１２月８日より運行が開始されましたが、

この事業はどういった事業なのか、また、その内容もお聞かせください。 

  後の質問は自席にて行います。 

議長（西 昭夫君） 参事兼希望のまち推進課長事務取扱。 

参事兼希望のまち推進課長事務取扱（田中邦男君） 西朋子議員の御質問にお答えをいたしま

す。 

  公共ライドシェア「村タク」の実証についてでございます。 

  先ほどもお答えしましたが、去る１２月８日から開始をいたしました。西議員をはじめ、

出発式ありがとうございました。また、西議員におかれましては率先して御利用いただきま

して、ありがとうございます。 

  南山城村で実施されております公共ライドシェア「村タク」につきまして、笠置町内でも

乗り降りできる実証でございます。料金体系や運行時間も全て村で運行されている内容と同

じ形でさせていただいております。運行時間は、平日月曜日から金曜日の朝６時３０分から

夕方の１９時までとなっております。年末年始、１２月２７日から１月４日まではお休みを
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いただくこととしております。料金は、笠置町内での乗り降りが１回お１人３００円、笠置

町内から南山城村、伊賀市の島ヶ原まで１回お１人５００円、笠置町内からＪＲ木津駅周辺

まで１台３，０００円となっておりまして、いずれも前日の午後５時までに御予約をいただ

くこととしております。 

  なお、笠置町内、また町内から南山城村、島ヶ原へ行かれる場合は、当日対応が可能な場

合のみ御利用いただけることとなっております。予約につきましては、専用電話番号にお電

話いただくことにしております。 

  また、１月末まではお乗りいただく際にアンケートにお答えいただくと、利用料金を無料

にさせていただいております。ぜひ多くの方の御利用をお願いしたいと存じます。以上でご

ざいます。 

議長（西 昭夫君） ２番、西朋子議員。 

２番（西 朋子君） ２番、西朋子です。 

  車の待機場所については笠置駅に必要と考えますが、あと整備の問題もありますので、整

備せず待機できる場所にするという考えもあると思いますけれども、乗降が多い場所で検討

するなら、現在、町内循環バスと月ヶ瀬口駅から加茂駅までを結ぶ相楽東部広域バスが運行

していますので、既に乗降の多い場所は分かっていますので、そういったことも検討材料に

されてはどうでしょうか。あとまた、それ以外にも西部区や東部区にもあればより便利だと

思いますので、いろいろな場所で試していただきたいと思いますが、検討してもらえますで

しょうか。 

議長（西 昭夫君） 参事兼希望のまち推進課長事務取扱。 

参事兼希望のまち推進課長事務取扱（田中邦男君） 車の待機場所についてでございますが、

この実証運行に当たりましては、既存の村タクの待機場所でございますＪＲ大河原駅前にし

ておるところでございます。実証運行の中で実際にどの場所が効率的なのか検討してまいり

たいと考えておりますけれども、基本予約制でありますので、ＪＲ大河原駅でも問題はない

のではないかと考えているところでありますが、繰り返しになりますけれども、今後につき

ましては検討してまいりたいと考えております。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） ２番、西朋子議員。 

２番（西 朋子君） ２番、西朋子です。 

  １１月２１日に視察研究に京都府与謝郡伊根町に伺い、令和５年より運用されているデマ

ンド交通「いねタク」と、令和２年より運用されている防災無線に代わる行政情報配信シス
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テム「いねばん」の導入から現在の経過についての話をお聞きしました。伊根町は舟屋が有

名で、住民は１，８００人ほどですが、毎年３０万人以上の観光客が訪れる町です。いねタ

クも観光客が利用することができ、多くの人が利用されています。住民と観光客との利用時

間帯が異なるため、住民の暮らしには支障は出ていないとのことでした。町外の方の利用は

考えていますか。 

議長（西 昭夫君） 参事兼希望のまち推進課長事務取扱。 

参事兼希望のまち推進課長事務取扱（田中邦男君） 町外の方、それから観光でお越しになら

れる方、またキャンプ場の御利用者、御来場者も御利用いただけることとなっております。

以上でございます。 

議長（西 昭夫君） ２番、西朋子議員。 

２番（西 朋子君） ２番、西朋子です。 

  考えておられるということなんですけれども、町外の方となると、観光客や帰省の方など

も考えられますけれども、住民の利用でも当日の利用は可能な限り対応となっており、基本

的には利用前日の午後５時までに予約ということになっています。ですので、当日笠置町を

訪れてから予約をするのか、事前に予約ができるのか、町外の方が利用するにはどのように

すればよいのかということと、あとまた、駅に村タク実証運行のチラシがありましたけれど

も、とても分かりにくい場所でしたので、そのチラシでしか村タクの情報を知ることができ

ないのかということ。あと、キャンプ場のほうでもということでしたので、キャンプ場では

どのように広報されているのかお聞かせください。 

議長（西 昭夫君） 参事兼希望のまち推進課長事務取扱。 

参事兼希望のまち推進課長事務取扱（田中邦男君） キャンプ場におきましては、キャンプ場

に協力いただいてまして、受付のときにチラシを配布しております。また、ＪＲ笠置駅の改

札付近には、若干遅れておりましたけれども、ポスターも出来上がりましたので、掲示させ

ていただこうと思っております。 

  ただ、まだまだＰＲが不足しておると思っておりますので、これから多くの方に利用して

いただけるように、そのあたり広報に努めてまいりたいと考えております。以上でございま

す。 

議長（西 昭夫君） ２番、西朋子議員。 

２番（西 朋子君） ２番、西朋子です。 

  実証運行なんですけれども、今年度で終了ということなんですけれども、来年度より開始
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するかどうかということは現時点では分からないことかもしれませんけれども、もし開始す

るということであればですが、今後、令和８年３月に配布予定のタブレットでも予約をでき

るようにということは考えておられますか。 

議長（西 昭夫君） 参事兼希望のまち推進課長事務取扱。 

参事兼希望のまち推進課長事務取扱（田中邦男君） 今後、配布予定のタブレットでも予約が

できるようにというお尋ねでございますけれども、さきに視察に行かれました伊根町におか

れましても、タブレットやスマホで予約はできるということを伺っております。運行時間外

ではやはり電話対応が多いというふうにお聞きもしましたが、時間外の対応なんかではタブ

レットなりスマホが利便性があるというふうにも考えております。本格運用に移行するとい

うことであれば、そのあたりも含めまして、より多くの方にやはり便利に利用していただく

必要がございますので、そのあたりも含めまして検討してまいりたいと考えております。以

上でございます。 

議長（西 昭夫君） ２番、西朋子議員。 

２番（西 朋子君） ２番、西朋子です。 

  実証運行が開始されてから、まだ間もないですけれども、利用方法についてなど、防災無

線で知らせたり、１２月の広報紙と一緒にチラシが入っていましたが、その後、何か問合せ

はありましたでしょうか。 

議長（西 昭夫君） 参事兼希望のまち推進課長事務取扱。 

参事兼希望のまち推進課長事務取扱（田中邦男君） お問合せにつきましてでございますが、

もう数件頂戴しております。その内容につきましては、利用内容の御照会であったり、料金

についてのお尋ねということでございます。 

  また、利用につきましても、現在、先週まででまだトータル８件、１０名の方にしか利用

していただいていませんので、先ほども申しましたけれども、ＰＲにしっかりと努めてまい

りたいと考えております。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） ２番、西朋子議員。 

２番（西 朋子君） ２番、西朋子です。 

  私も数名の住民の方に話を聞いただけなんですけれども、そもそもの実証運行を知らない

ですとか、知っているけれども、利用時間や乗車可能な範囲、あと、アンケートに答えれば

無料になるということなど、詳しい内容が分からないというふうにおっしゃられておりまし

て、あと、広報についてなんですけれども、防災無線だけではなく、笠置テレビの活用です
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とか、伊左治医院や、駅やキャンプ場ですとか、あとまた、産業振興会館では住民が集まる

日に合わせてなど、多くの方に利用してもらうために広報をしてもらいたいと思うんですけ

れども、この辺はどう思われますでしょうか。 

議長（西 昭夫君） 参事兼希望のまち推進課長事務取扱。 

参事兼希望のまち推進課長事務取扱（田中邦男君） ありがとうございます。 

  実は笠置テレビにおきましても、この議会中継の前後にＣＭ的にスポットを入れるような

ことも先週から始めさせていただいております。御指摘のとおり、多くの方に知っていただ

けるように努力してまいりたいと思っております。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） ２番、西朋子議員。 

２番（西 朋子君） では、次に、タブレットの運用について質問させていただきます。 

  令和８年３月に全戸に配布予定ですけれども、タブレットを使用するにはＷｉ－Ｆｉやモ

バイル回線などが必要となります。各家庭でタブレットを使用できる環境は整っていますか。 

議長（西 昭夫君） 参事兼希望のまち推進課長事務取扱。 

参事兼希望のまち推進課長事務取扱（田中邦男君） 次に、タブレットの運用についての御質

問でございます。 

  タブレットの通信環境についての御質問でございますけれども、現在、電波状況の悪いエ

リアへの対応を進めているところでございます。そのあたり、多くの方に使って、全員に使

っていただこうということでございまして、そのあたり、しっかりと対応してまいりたいと

考えております。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） ２番、西朋子議員。 

２番（西 朋子君） ２番、西朋子です。 

  以前にタブレットの利用促進や疑問点、懸念点を事前に解消し、運用後のトラブル防止に

つなげるため、事前に基本操作などの説明会を開催されましたが、参加住民の約２割程度と

いう少人数の参加でした。この結果はタブレットへの関心の低さなのか、ＰＲ不足だったの

か、何が原因だと考えておられますか。また、この結果の対応として住民参加のイベントや

住民が参加する健康診断などの事業にも出向いて説明したいとありましたが、その結果はど

うですか。 

議長（西 昭夫君） 参事兼希望のまち推進課長事務取扱。 

参事兼希望のまち推進課長事務取扱（田中邦男君） 議員御指摘のとおり、６月から８月にか

けまして開催いたしました説明会におきまして、合計１２０名の方に御参加をいただいたと



４９ 

ころでございます。町内の全世帯約５６０世帯の約２割の方という参加にとどまってござい

まして、説明会の開催方法がこれでよかったのか、また、周知がしっかりできていたのかと

いった点は反省しなければならないところもあったのではないかと考えております。来月実

施予定の健康相談など、行事の中でのお時間も頂戴いたしまして、説明会を開催させていた

だきたいと考えておるところでございます。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） ２番、西朋子議員。 

２番（西 朋子君） ２番、西朋子です。 

  これからもっとデジタル化が進む世の中になることは確実なんですけれども、当町は高齢

者が多いことから、何でもデジタル化というわけにはいかないと思います。タブレットの使

い方が分からないといったことで放置されてしまっては情報が伝わらないといったことにも

なります。住民が出向く説明会以外の対応は何を考えていますか。そして、例えばですが、

高齢者世帯や独居老人の方に対してですが、先に導入された伊根町で同じような質問をさせ

ていただいた際には、防災無線の戸別受信機からの置き換えであることを重点に説明をされ、

問合せ、相談があれば都度対応されるということでしたが、当町はどのように対応されます

か。 

議長（西 昭夫君） 参事兼希望のまち推進課長事務取扱。 

参事兼希望のまち推進課長事務取扱（田中邦男君） タブレットの配布時にも丁寧に説明をさ

せていただきながら配布をさせていただきたいと考えております。また、各御家庭に配布さ

せていただいた後も、お困りの際には御連絡いただければ、職員がお伺いして対応させてい

ただきたいというふうに考えております。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） ２番、西朋子議員。 

２番（西 朋子君） ２番、西朋子です。 

  説明会の際、様々な意見があったと思いますけれども、使い方についての意見はどのよう

な内容でしたか。そしてまた、その意見についてはどう対応されますか。 

議長（西 昭夫君） 参事兼希望のまち推進課長事務取扱。 

参事兼希望のまち推進課長事務取扱（田中邦男君） 説明会にお越しいただきました方からは、

最初思っていたよりも簡単だという声もいただいたことでもございますけれども、やはり自

宅訪問によるアフターサポートの実施の御要望も頂戴いたしました。また、タブレットは置

き型ではなくて、壁かけ型がよいといった御意見も頂戴したんですけれども、こちらのほう

はちょっと若干機械の形の関係もございまして、対応が難しいのではないかと考えておりま
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す。また、独り家庭の見守り機能もあったらうれしいなというようなお声も頂戴いたしまし

て、それにつきましては導入時に対応してまいりたいというふうに考えているところでござ

います。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） ２番、西朋子議員。 

２番（西 朋子君） ２番、西朋子です。 

  配布台数は１世帯に１台と伺っていますが、例えば世帯分離をされている御家庭では２台

になるのでしょうか。また、１台以上を希望された場合はどうなりますか。 

議長（西 昭夫君） 参事兼希望のまち推進課長事務取扱。 

参事兼希望のまち推進課長事務取扱（田中邦男君） 配布台数についてでございます。 

  １世帯１台とさせていただいておりまして、世帯分離されている御家庭につきましては、

それぞれの御事情をお伺いして、もう１台でよかったら１台にさせていただく等の対応はさ

せていただきたいと考えております。 

  また、２台以上ということにつきましては、台数が限られております。限りもございます

ので、そこにつきましては御遠慮いただきたいという対応になると思うんですけれども、ス

マホのアプリもございますので、そういうふうなものも使っていただきながら対応してまい

りたいというふうに考えております。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） ２番、西朋子議員。 

２番（西 朋子君） ２番、西朋子です。 

  配布するに当たり、直前にさらに操作方法の説明を受けられるですとか、各戸に操作方法

の説明をし、配布するとか、指定された場所に各自取りに行くのかなど、配布方法と配布間

近のスケジュールはどのようにお考えでしょうか。 

議長（西 昭夫君） 参事兼希望のまち推進課長事務取扱。 

参事兼希望のまち推進課長事務取扱（田中邦男君） 配布時には、地域ごと、または各区ごと

に日時を設定して説明をさせていただきながらお配りさせていただきたいというふうに考え

ております。 

  スケジュールの詳細につきましては、決まり次第、また皆様方にお知らせさせていただき

たいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。以上です。 

議長（西 昭夫君） ２番、西朋子議員。 

２番（西 朋子君） ２番、西朋子です。 

  今後の運用費用についてですけれども、伊根町では令和７年の運用費が１，１６０万円で、
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通信費が６７０万円計上されています。笠置町では今後の財源はどのようにされるのでしょ

うか。 

議長（西 昭夫君） 参事兼希望のまち推進課長事務取扱。 

参事兼希望のまち推進課長事務取扱（田中邦男君） 今後の運用経費についてでございます。 

  運用保守経費につきましては、今年度経費に２か年分含まれておりまして、令和１０年度

以降、毎年約４００万円、また通信費につきましては、令和８年度から毎年約５００万円を

見込んでおりまして、今のところ一般財源を予定しておりますが、活用できる補助金、交付

金なんかがございましたら、鋭意検討してまいりたいというふうに思っております。以上で

す。 

議長（西 昭夫君） ２番、西朋子議員。 

２番（西 朋子君） ２番、西朋子です。 

  次に、ドローンについてお伺いさせていただきます。 

  ドローンは、記録映像として写真や動画を撮影できることから、人が立ち入れない場所や、

壊れそうな空き家や山の中、崖など危険な場所の状態を知ることができたり、水難事故など

行方不明者の捜索であったり、薬の散布など農業での活用、今であれば熊を探すことや観光

用で町のＰＲなど、様々な活用方法があります。他の自治体では災害時等での活用を考え、

職員がドローンの操作ができるようにされているところもあります。 

  近年、ドローンは著しく進化しており、その活用方法についても注目されています。現在

の防災を考えていく上では有効な手段の一つであり、自然トラブルや災害時の情報収集にお

いて重要な役割を果たします。笠置町ではドローンを活用した取組の検討はありますか。 

議長（西 昭夫君） 総務財政課担当課長。 

総務財政課担当課長（吉田和秀君） 失礼いたします。 

  西朋子議員の御質問にお答えいたします。 

  防災分野におけるドローンの導入については、災害発生時の現場の情報を迅速かつ正確に

把握することで、救援活動や物資輸送の適切な経路を確保し、危険箇所の特定による二次災

害の防止を図るなど、町民の安全確保と被害の軽減につながる観点から重要であると認識し

ております。 

  まずは他の自治体の事例を参考に、費用対効果や運用に必要な人材確保の現実性を見極め

てまいります。また、民間のドローン関連事業者との協定締結も視野に入れ、連携体制の構

築強化を進めてまいります。以上でございます。 
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議長（西 昭夫君） ２番、西朋子議員。 

２番（西 朋子君） ２番、西朋子です。 

  これからでは検討していくということでよろしいんでしょうか。ドローンを利用するとい

う形の検討でよろしいんでしょうか。 

議長（西 昭夫君） 町長。 

町長（山本篤志君） ただいまの西朋子議員のドローンを活用することということでございま

す。 

  確かに検討はしてまいりたいと考えております。ただ、西朋子議員がおっしゃられた、各

自治体の職員がという点につきましてなんですけれども、例えば災害時を考えた場合、これ

実際ドローン業者さんと、京都府が協定を結んでいる業者さんとお話ししていたんですけれ

ども、やはりいざというときを考えると、職員よりもやっぱりプロのほうに頼んだほうが確

実であるということもありますので、導入を前提にということはしておりますけれども、そ

の活用方法、ほかにも活用方法がありますけれども、実際の運用方法につきましてはまだま

だ少し検討の余地が必要かなと思っております。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） ２番、西朋子議員。 

２番（西 朋子君） ２番、西朋子です。 

  では、次の質問に移らさせていただきます。 

  伊賀市、名張市、笠置町及び南山城村ごみ処理広域化基本構想と検討協議会についてお伺

いさせていただきます。 

  現在、笠置町は、伊賀市、名張市、そして南山城村の４市町村でごみ処理の広域化につい

て検討を進められています。ごみ処理は私たち住民生活において非常に重要なことであり、

以前よりこのごみ処理広域化協議会に興味を持ち、私自身も毎回傍聴に参加しております。 

  さて、この取組では、本年１０月に基本構想（中間案）が作成され、先月２５日を期限と

してパブリックコメントの募集をされました。何件の受付がありましたか。 

議長（西 昭夫君） 税住民課長。 

税住民課長（草水英行君） 失礼をいたします。 

  御質問ありがとうございます。 

  まず初めに、西朋子議員におかれましては、このごみ処理広域化の検討協議会、そして基

本構想検討委員会、こちらに毎回傍聴に御足労いただいておりますこと、この場をお借りい

たしましてお礼申し上げます。 
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  さて、パブリックコメントとしての受付件数でございますけれども、笠置町では７名の

方々より提出がありまして、うち１名の方は残念ながら住所氏名の記載がありませんでした

ので、募集ルールの中では、これらの記載が必須の条件となっておりましたので、この１名

の方を除外しまして、計６名の方々を受付をしております。 

  件数でございますが、１名の方から複数の項目について意見をいただいているものもござ

いまして、そちらが何件とするかは基本構想検討委員会のほうで判断をされるというもので

ございますので、笠置町受付分といたしましてはおよそ２０件ほどではないかというふうに

カウントをしております。 

  なお、このごみ処理広域化基本構想（中間案）につきましては、基本構想検討委員会での

審議などを経まして、中でも住民代表の方から、住民の方々に理解しやすいような言い回し

をしてはどうかというような御意見も頂戴いたしましたので、でき得る限りの配慮をさせて

いただき、中間案をまとめたものでございます。 

  また、この基本構想（中間案）の概要版を用いまして、先ほどもお答えといいますか、お

伝えをさせていただきましたけれども、議会へは全員協議会を開催していただきまして、議

員の皆様に御説明をし、また区長会においても、各区長さんのほうにも説明をさせていただ

いたところでございます。また、パブリックコメント募集に当たりましては、無線や広報れ

んけいへの掲載、ホームページでの周知を行いまして、役場窓口だけではなく、笠置会館、

産業振興会館、つむぎてらすでも中間案を見ていただけるよう、また御意見をいただけるよ

う配慮をさせていただいておりました。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） ２番、西朋子議員。 

２番（西 朋子君） ２番、西朋子です。 

  では、そのような住民の意見を募集した上で、４市町村による広域化の検討について現在

はどうなっておりますか。 

議長（西 昭夫君） 税住民課長。 

税住民課長（草水英行君） 失礼をいたします。 

  笠置町といたしましては、令和５年３月に、伊賀市、名張市とのごみ処理広域化協議に参

加表明いたしまして、ごみ処理広域化の検討に参加しているところでございまして、令和

６年４月には４市町村によるごみ処理広域化検討協議会とごみ処理広域化基本構想検討委員

会の設置をいたしまして、ごみ処理広域化の基本構想の作成を進めております。 

  この基本構想というものは、４市町村で広域的なごみ処理体制を構築した場合、想定され
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る基本的な事項を整理したものでございまして、計画期間を令和８年度から２０年間を計画

期間としているものでございます。これまで基本構想検討委員会では、ごみ処理の広域化を

進めるに当たりまして、構成市町村の現状の分析やごみ処理量の将来見込みを予測しながら、

ごみ焼却施設やリサイクル施設の広域化メニューの検討、そして、ごみ処理施設の処理方式

の検討などを経まして、基本構想（中間案）を作成したところでございます。 

  今後につきましては、いただきましたパブリックコメントを整理いたしまして、基本構想

検討委員会における協議の上、基本構想を策定し、４市町村の首長に答申する流れとしてお

ります。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） ２番、西朋子議員。 

２番（西 朋子君） ２番、西朋子です。 

  基本構想中間案では、事業方式を組合設立と民間活用について検討対象としていると記載

がありましたが、その後、４市町村でこの事業方式について何か決定したことはあるのでし

ょうか。 

議長（西 昭夫君） 税住民課長。 

税住民課長（草水英行君） 失礼をいたします。 

  ごみ処理の事業方式につきましては、基本構想検討委員会の答申を受けた後に決定される

ものでございますので、現在も何ら決定されたものではございません。国の示す広域化、集

約化の方法には大きく６つありまして、組合設立、ごみ種別処理分担、大都市受入、相互支

援、他のインフラとの連携、そして民間活用がございます。基本構想検討委員会ではこの

６つの方法の中で実現の可能性がある組合設立と民間活用、この２つを検討対象としており

まして、民間企業へのアンケート結果を受けまして、組合設立の方法では公設公営と公設民

営、いわゆるＤＢＯについて、また民間活用の方法では公民連携と外部委託と、こちらを検

討対象の事業方式としております。これまでこの４つの方式については環境負荷への配慮は

どうなのかと、運営体制の継続性はどうかといった評価項目を設定いたしまして、それぞれ

に検証をしております。 

  また一方で、プラントメーカーへのアンケートやヒアリングを実施いたしまして、事業方

式ごとのごみ焼却施設やリサイクル施設など、これら施設に係る建設費用なども概算ではご

ざいますが、算出し、それらを基に評価をしております。事業方式やごみ処理方式につきま

しては、現在において何か１つに限定して決定したものではございません。今後、決定する

予定のものでございます。以上でございます。 
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議長（西 昭夫君） ２番、西朋子議員。 

２番（西 朋子君） ２番、西朋子です。 

  基本構想の中間案や、今いただいた答弁の中ではなかなか具体的に決まったことがないよ

うに感じたのですけれども、では、住民生活に直接関係すること、関心事としましては、こ

の広域化を実現するに当たって、笠置町の負担額がどのくらいになるのか、建設予定地はど

こになるのか、そして、ごみの分別や収集方法、収集回数が変わるのかといったことが考え

られますが、現時点で決定したものはあるのでしょうか。 

議長（西 昭夫君） 税住民課長。 

税住民課長（草水英行君） 失礼いたします。 

  笠置町の負担額や施設の建設予定地、ごみの分別の変更など、今、御質問いただきました

内容につきましても、具体的に決まっていることがないのが実情でございます。当然ですが、

４市町村のごみの分別状況や負担金の考え方、ごみ量割ですとか人口割ですとか、そういっ

た現状や方法、手段については確認をしておりますが、決定しているものではございません。 

  また、施設建設予定地につきまして、４市町村で共同設置した適地選定委員会におきまし

て、学識経験者などに委員として御参加いただきまして、意見を受けながら、客観性や透明

性を担保した候補地の選定を行っているところでございます。これらの方針や内容につきま

しても今後決定されるものとなっております。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） ２番、西朋子議員。 

２番（西 朋子君） ２番、西朋子です。 

  建設予定地の場所やごみの収集法方法など決まっていないということなんですけれども、

この協議会の名称にも検討という文言が含まれています。町として最終的にどのような判断

の下、このごみ処理に広域化を進められるのでしょうか。 

議長（西 昭夫君） 町長。 

町長（山本篤志君） ただいまの西議員からの町としての最終的な判断の下ということ、どの

ようにということでございますけれども、まず、笠置町といたしましては、４つの市町村で

の広域的な取組の検証をまずいたしまして、やはり持続的なごみ処理の取組となるよう判断

するものでございます。これまでも基本構想の掲載内容をはじめといたしまして、地域の実

情に沿った事業方式、実現可能な処理方式について、専門家の意見や地域住民の代表の方々

からも意見を伺いながら、４つの市町村で検討を進めているところでございます。 

  そうした中で、やはり各自治体における事情が異なるというのが大きな点でございまして、
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笠置町としましても、ごみ処理事業につきましては日々の生活から切り離せるものではない

ということでございますので、住民の皆様の現状の生活も踏まえながら、公共の責任として

の環境負荷の低減、町財政に大きな負担が生じないことなど、多角的な視点で確認をしまし

て、最終的な判断をしてまいりたいと考えるものでございます。以上でございます。 

議長（西 昭夫君） ２番、西朋子議員。 

２番（西 朋子君） ２番、西朋子です。 

  ごみ処理については笠置町でも重要な課題となっております。広域化に関しましては、

４市町村での検討になりますので、他の市町村の意見をお聞きするため、今後の協議会など

の傍聴に継続して参加し、また一般質問をさせていただきたいと思います。 

  以上で私の一般質問を終わります。 

議長（西 昭夫君） これで西朋子議員の一般質問を終わります。 

──────────────────────────────────── 

議長（西 昭夫君） ただいま一般質問の途中ですが、本日の一般質問はこれにとどめ、これ

をもって延会したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議長（西 昭夫君） 異議なしと認めます。したがって、本日はこれをもって延会することに

決定しました。 

  なお、第３日目は、１２月２３日午前９時３０分から会議を開き、本日の日程に引き続き

一般質問を行います。通知は省略します。 

  本日はこれをもって延会します。御苦労さまでした。 

延  会   午後２時０１分 

 


